
決算特別委員会会議記録

決算特別委員長 土居 昌弘

１ 日 時

令和２年１０月８日（木） 午前１０時００分から

午後 ３時４２分まで

２ 場 所

本会議場

３ 出席した委員の氏名

土居昌弘、森誠一、志村学、清田哲也、阿部長夫、衛藤博昭、鴛海豊、三浦正臣、

嶋幸一、御手洗吉生、阿部英仁、浦野英樹、木田昇、藤田正道、馬場林、尾島保彦、

玉田輝義、平岩純子、河野成司、猿渡久子、末宗秀雄

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

古手川正治、守永信幸、吉村哲彦、堤栄三

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

企画振興部長 高屋博、土木建築部長 湯地三子弘、

警察本部長 竹迫宜哉 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

第９９号議案令和元年度大分県一般会計歳入歳出決算の認定について、第１０８号議案

令和元年度大分県臨海工業地帯建設事業特別会計歳入歳出決算の認定について及び第１０

９号議案令和元年度大分県港湾施設整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について審査を

行った。

詳細については、別紙「会議の概要及び結果」のとおり。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 副主幹 白岩賢一

議事課委員会班 課長補佐（総括） 冨高徳己

議事課議事調整班 主査 吉野美穂

議事課議事調整班 主任 阿南絵理



決算特別委員会次第

日時：令和２年１０月８日（木）１０：００～

場所：本会議場

１ 開 会

２ 部局別決算審査

（１）企画振興部

①決算説明

②質疑・応答

③内部協議

（２）土木建築部

①決算説明

②質疑・応答

③内部協議

（３）警察本部

①決算説明

②質疑・応答

③内部協議

３ その他

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

土居委員長 ただいまから、本日の委員会を開

きます。

この際、付託された議案を一括議題とし、こ

れより審査に入ります。

本日は、企画振興部、土木建築部及び警察本

部の部局別審査を行います。

これより、企画振興部関係の審査に入ります。

執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。

それでは、企画振興部長及び関係課長の説明

を求めます。

高屋企画振興部長 お手元の平成３０年度決算

特別委員会審査報告書に対する措置状況報告書

について、企画振興部の関係部分を御説明しま

す。

１１ページをお開きください。（３）個別事

項の①大分県ブランド力の向上に向けた情報発

信についてです。

本県のブランド力を向上させるためには、テ

レビや新聞、ＷｅｂやＳＮＳなどあらゆる媒体

の情報接触度を増大し、認知度を上げていくこ

とにより、大分県に行ってみたいと思っていた

だくことが重要です。

そのためには、まず、県外向けパブリシティ

を強化していく必要があります。今年度は新型

コロナウイルス終息を祈願する妖怪アマビエと

２０１５年に制作したＰＲ動画シンフロをコラ

ボさせ、動画の背景には県内の温泉地の映像を

使った「うちフロ」動画を制作しました。「コ

ロナが落ち着いたら大分の温泉に来てください。

それまでは家のお風呂で」をキャッチフレーズ

に公開したところ、再生回数は１２０万回を超

え、全国放送の情報番組などでも取り上げられ

るなどの大きな反響がありました。

また、ＧｏＴｏキャンペーンに合わせて、テ

レビや雑誌、Ｗｅｂ広告、ＹｏｕＴｕｂｅ、Ｔ

ｗｉｔｔｅｒなど様々な媒体の特性を踏まえた

積極的な情報発信を行い、温泉や自然、食など

大分の魅力を存分に伝えることで、大分に行っ

てみたいという気持ちをかき立てられればと考

えています。

そのようなベースとなる活動を推し進めなが

ら、首都圏では全国向けのテレビ・雑誌などに

向けたパブリシティ対策に、関西圏では関西市

場を通じた食の発信や、バス、フェリーなども

活用した交通広告に、福岡ではテレビＣＭやｄ

ｏｔ．（ドット）を活用した情報発信に力を入

れるなど、ターゲットを強く意識したエリアご

との戦略的な広報を行い、大分県の露出を増や

しながら、ブランド力の向上に努めていきます。

続いて、お手元の主要な施策の成果（事務事

業評価）、令和元年度実績について企画振興部

の関係事業を御説明します。

１１２ページをお開きください。一番上のネ

ットワーク・コミュニティ推進事業です。

この事業は、住み慣れた地域に住み続けたい

という住民の希望をかなえるため、買物弱者対

策など地域課題の解決に向けた活動を支援する

ものです。

主な事業内容としては、活動の主体となる地

域コミュニティ組織の設立支援のほか、地域課

題の解決に向けた取組に対する補助、さらには

地域コミュニティ組織間でのノウハウ共有や相

互連携強化のための研修会を開催しました。

この事業の成果については、地域コミュニテ

ィ組織の県域協議会において、取組事例等の共

有を図った結果、成果指標であるネットワーク

・コミュニティ構成集落数は、目標値の１，６

００集落をほぼ達成し、評価はＢとなっていま

す。

引き続き、地域コミュニティ組織の設立・運

営に関する専門家の活用などを通じて、ネット

ワーク・コミュニティの構築を加速させていき

ます。

次に、１１３ページをお開きください。上か

ら三つ目の７番地域公共交通活性化事業です。
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この事業は、地域にとって望ましい公共交通

網を実現するため、地域公共交通網形成計画等

を策定するものです。

主な事業内容として、令和元年度は、交通事

業者、市町村、住民代表等から成る大分県地域

公共交通活性化協議会で、公共交通の利用環境

の改善や運行の継続性確保などについて検討を

進めてきました。

この事業の成果については、東部圏の地域公

共交通網形成計画の策定完了により、県内６圏

域のうち５圏域において公共交通の果たすべき

役割が明確となり、成果指標による評価はＡと

なっています。

現在、残る西部圏における地域公共交通網形

成計画の策定を進めていますが、既に策定済み

の計画更新にも順次取り組みながら、長期的な

公共交通の維持を図ります。

１３８ページをお開きください。一番上のふ

るさと大分ＵＩＪターン推進事業です。

この事業は、本県への移住を促進するため、

エリアごとにターゲットを定め、それぞれの特

徴に応じた情報発信等を行うものです。

主な事業内容としては、東京・大阪・福岡に

おける毎月の移住相談会や、都市圏における非

正規雇用の若者を対象としたモニターツアー等

の移住促進イベントの開催のほか、移住サポー

ター等の設置を行いました。

この事業の成果については、県外からの移住

者数を成果指標としていますが、目標値１，２

７５人を下回る実績値１，０７１人で、評価は

Ｃとなっています。

移住者数の目標値は達成できなかったものの、

移住専門誌による本県のＰＲ、毎月の移住セミ

ナーの開催などにより、相談件数は過去最高の

２，２０２件となり、移住者数も３年連続で１

千人を超えています。オンライン移住相談など

新たな生活様式に即した取組を進め、コロナ禍

においても、移住対策をしっかりと展開してい

きます。

２１４ページをお開きください。一番上の海

外戦略加速化事業です。

この事業は、海外の成長を取り込むことによ

り、本県産業などの活性化を図るため、海外戦

略に基づくターゲット国・地域ごとにプロモー

ション等を実施するとともに、留学生や海外県

人会等とのネットワークづくりを強化するもの

です。

主な事業内容としては、県産品と観光を一体

的にＰＲする海外プロモーションや大分フェア

を実施するとともに、県内企業の海外展開を支

援するため、帰国留学生等とのネットワークの

構築を進めました。

この事業の成果については、めじろん海外特

派員任命数を成果指標としており、目標値８１

人に対し、ＡＳＥＡＮを中心として目標を上回

る８９名を任命することができたことから、評

価はＡとなっています。

今年度は、コロナ禍で海外を訪問することが

できないため、めじろん海外サポーターなど現

地の方の力をお借りしながらＰＲイベント等を

実施していきます。また、アジアビジネス研究

会などを開催することで、県内企業の海外展開

を支援していきます。

次に、一つ下のおおいた留学生ビジネスセン

ター運営事業です。

この事業は、県内での就職・起業を目指す留

学生等を支援するため、就職コーディネーター

やインキュベーションマネージャーを配置した

おおいた留学生ビジネスセンターを運営するも

のです。

主な事業内容としては、おおいた留学生ビジ

ネスセンターにおける留学生からの就職や起業

に関する相談対応のほか、留学生ビジネス塾や

企業と留学生との交流会、企業見学会等を開催

しました。

この事業の成果については、留学生ビジネス

センターで支援した留学生の県内就職・起業者

数の目標値１０人に対し、１４人の県内就職及

び起業が実現しました。これにより、評価はＡ

となっています。

コロナ禍による経済活動の縮小により、留学

生の県内就職が厳しくなる中、合同企業説明会

の回数増や企業向け留学生活用セミナーの実施、

県外就職した留学生に対する県内企業への再就
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職等の支援を行うなど、一人でも多くの留学生

が県内に残って活躍いただけるよう取り組んで

いきます。

２３６ページを御覧ください。一番上の地域

活力づくり総合補助金です。

この事業は、地域活力の維持・発展を図るた

め、魅力ある地域づくりや特色ある地域の取組

を支援するものです。

主な事業内容としては、各種団体等による地

域活性化に向けた取組に対する活動費を補助し

ました。

この事業の成果については、成果指標を地域

活力づくり取組件数としており、目標値１，２

００件に対し、実績値１，１５８件で、評価は

Ｂとなっています。

今後とも、歴史や文化など地域の特長をいか

した交流の場づくりや廃校を活用した地域交流、

商工業の活性化などに向けた地域が主体となっ

た取組を支援していきます。

２８２ページを御覧ください。一番上の大学

等連携活性化事業です。

この事業は、知の拠点である県内の大学・短

期大学の進学者確保と活力維持を図るため、大

学等と自治体、企業などで構成するおおいた創

生推進協議会が行う教育・研究活動を支援する

ものです。

主な事業内容としては、この協議会に対する

県負担金を支出したものですが、協議会におい

ては、県内大学等への進学を促進するための周

知活動のほか、学生が地域課題を捉え、その解

決に向けて、実際に各地域で実践的に学ぶ活動

のほか、社会人向けのリカレント教育の提供等

が展開されました。

この事業の成果については、県内大学等が連

携して、地域課題の解決のための教育プログラ

ム等を実施することにより、各大学等の魅力の

創出につなげることができました。成果指標で

ある入学定員充足率は、目標値１００％を上回

る１０４．９％であったことから、評価はＡと

なっています。

今後も引き続き、大学や産業界と連携を強化

し、進学者の確保や地域に貢献できる人材育成

に向けて、一層の取組を進めていきます。

２９４ページをお開きください。一番上の国

際芸術文化振興事業です。

この事業は、芸術文化による本県の活性化を

図るため、国際音楽祭や大分アジア彫刻展等、

多彩で優れた芸術文化に触れる機会を提供する

ほか、本県の芸術文化の魅力を国内外へ情報発

信するものです。

主な事業内容としては、第２１回目となる別

府アルゲリッチ音楽祭を開催したほか、令和２

年１０月に開催する大分アジア彫刻展本展に向

けた出展作品の公募などを実施しました。

この事業の成果については、世界的ピアニス

トのマルタ・アルゲリッチを中心とする第２１

回別府アルゲリッチ音楽祭を開催し、県民に優

れた芸術を享受する機会を提供するとともに、

国内外に向けて情報発信することができました。

成果指標は別府アルゲリッチ音楽祭入場者数と

しており、実績は目標値５千人を上回る５，４

９６人であり、評価はＡとなっています。

今後も引き続き、県民が一流の芸術に触れる

機会を提供するため、県内公演等の充実に取り

組みます。

３１４ページをお開きください。一番下の４

番スポーツによる地域の元気づくり事業です。

この事業は、スポーツ文化の確立と県民スポ

ーツの振興を図るため、プロスポーツチーム等

を活用し、県民がスポーツに親しむ機運の醸成

等を行うものです。

主な事業内容としては、様々なスポーツイベ

ントを活用し、ラグビーワールドカップ２０１

９大分開催をＰＲする動画を放映したほか、プ

ロスポーツチーム等による訪問交流などを実施

しました。

この事業の成果については、成果指標である

学校等訪問等での交流人数の実績値は、目標値

４，０５０人を上回る１万１３３人であり、評

価はＡとなっています。県内のプロ３チームに

よる学校訪問を行い、県民がスポーツに親しむ

機運の醸成につなげることができました。

今年度は、学校訪問に代えて、プロ選手が登

場して県民の元気づくりを応援する動画を作成
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し、ホームページ等での情報発信を行っていま

す。

３２０ページをお開きください。一番上の九

州の東の玄関口としての拠点化推進事業です。

この事業は、大分県を九州の東の玄関口の拠

点とするため、県内外を結ぶ交通ネットワーク

の充実に向けた取組を実施するものです。

主な事業内容としては、人の流れを活発化さ

せるためのフェリー航路や国内航空路線の利用

促進、空港アクセス改善のためのバス運行など

です。

この事業の成果については、フェリー・航空

輸送人員を成果指標としており、目標の３７３

万人に対し、実績は３５２万３千人であり、評

価はＢとなっています。関係機関と連携してフ

ェリー及び航空機の利用促進に努め、令和２年

１月までは前年を上回る状況で推移していまし

たが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

より、２月以降、利用者が伸び悩み、目標を達

成することができませんでした。

コロナ禍でのフェリー及び航空機の利用者確

保に向け、現在、感染症対策の強化や企画商品

の造成などを支援しています。

続いて、お手元の令和元年度行政監査・包括

外部監査の結果の概要について、企画振興部の

関係部分を御説明します。

６ページをお開きください。昨年度は、県民

利用施設の管理運営に関する財務事務の執行に

ついて（指定管理者施設を中心として）をテー

マに監査を受け、その結果、企画振興部所管施

設の県立総合文化センター及び県立美術館に関

して、不備事項を３件、改善事項を２件、勧奨

事項を３件いただいています。このうち、不備

事項について説明します。

表の一番下にある番号Ａ－２、業務計画書、

事業報告書に対する確認については、業務計画

書の確認に際して、指定管理者制度運用ガイド

ラインに沿ったチェックシートが活用されてお

らず、チェックを行った証跡が確認できなかっ

た、また、事業報告書においても同様に確認で

きなかったとの御指摘をいただきました。

この御指摘については、速やかに改善してお

り、確認の際はガイドラインに沿ったチェック

シートを活用し、適切な運用を行っています。

次に、７ページを御覧ください。一番上の番

号Ａ－３、業務報告書に対する施設所管課の評

価については、指定管理者から毎月提出される

業務報告書に対する施設所管課の書面調査チェ

ックシートの総合所見欄を見ると、利用件数や

来館者実績数など業務報告書に記載されている

定量的な内容の抜粋にとどまっており、意見や

考えが記録されておらず、所見として十分では

ないとの御指摘をいただきました。

この御指摘についても、速やかに改善してお

り、毎月、総合所見欄に所管課の意見を記録し

ています。

続いて、一番下の番号Ａ－５、第三者委託に

おける再委託の規制については、予約管理シス

テムに係る指定管理者と第三者との委託契約書

において、再委託ができるものと定められてい

たが、それについて県が指定管理者から申請を

受け、承諾をした書面がなかったとの御指摘を

いただきました。

この御指摘については、今年度の契約から改

善しており、書面で事前に承諾するようにして

います。

なお、改善事項、勧奨事項についても、いた

だいた御指摘を踏まえ、現在、改善に向けて対

応中であり、引き続き施設の安全かつ適正な管

理運営に努めていきます。

工藤政策企画課長 企画振興部の歳出不用額に

ついて説明します。

令和元年度決算附属調書の１５ページをお開

きください。

まず、科目欄の中ほどの企画費企画総務費で

すが、１，６０１万７，２５７円のうち当部関

係分は１，３４３万４，０７６円で、主なもの

は外国人総合相談センター設置事業費の５４１

万５，８９６円です。

これは、昨年６月に開設した外国人総合相談

センターの備品購入費等が見込みを下回ったこ

とによるものです。

その下の企画調査費１億２，１９３万７１１

円のうち当部関係分は１億５５３万６，１３３
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円で、主なものは地域活力づくり総合補助金の

３，０６２万６，７５１円です。

これは、補助金の所要額が見込みを下回った

ことや職員の旅費、需用費など事務的経費の節

減によるものです。

その下の広報費２７１万１５１円はすべて当

部に係るもので、主なものはおおいたブランド

戦略強化事業費の９７万９，０３６円です。

これは、メディア露出度アップ支援業務等に

おける委託料の所要額が当初の見込みを下回っ

たこと等によるものです。

交通対策費ですが、２，１１２万７，１１５

円のうち当部関係部分は１，０９５万６，３１

９円で、主なものは生活交通路線支援事業費の

４０６万６，３７０円です。

これは、補助金の所要額が当初の見込みを下

回ったことによるものです。

その下の県外事務所費２３４万９，５２２円

は、東京事務所、大阪事務所、福岡事務所の運

営費で、主なものは東京事務所運営費の９９万

８，０４１円であり、年間を通した事務経費の

節減によるものです。

続いて、１６ページをお開きください。

科目欄の上から４行目の統計調査費委託統計

費８８６万４，７７９円は全て当部に係るもの

で、２０２０年農林業センサスに係る市町村へ

の交付金や委託調査に係る報酬及び賃金の所要

額が当初の見込みを下回ったことや、旅費など

事務的経費の節減によるものです。

以上で、企画振興部の歳出不用額についての

説明を終わります。

それでは、部長が主要な施策の成果で報告し

た事業以外で、政策企画課の主な事業について

御説明します。

お手元の一般会計及び特別会計決算事業別説

明書の４０ページをお開きください。第１目大

学費の公立大学法人運営費交付金４億５，６１

２万１千円です。

これは、公立大学法人大分県立芸術文化短期

大学の運営に要する経費として、授業料等の自

主財源を控除した額を運営費交付金として交付

したものです。

令和元年度は、各学科における教育内容の改

善や進路支援体制の強化を図り、就職率、進学

率ともに９８％程度と高い水準を維持していま

す。また、公開講座など、大学の知を地域に還

元する取組や、ラグビーワールドカップ２０１

９大分開催においては、県や大分市と連携し、

様々なイベントに参画するなど、地域への貢献

活動を積極的に展開しました。

続いて、一つ下の公立大学法人県立芸術文化

短期大学整備事業費６億８，０２７万８，３０

２円です。

これは、平成２７年５月に策定したキャンパ

ス整備基本構想に基づき、施設の老朽化や学生

総数の増加に伴う狭隘化への対応とともに、教

育機能の充実を図るため、芸短大が行う施設整

備や改修工事等を支援したものです。

令和元年度は音楽棟の改修工事や美術棟の増

築工事等に要した経費に対し補助を行いました。

平成２７年度からのキャンパス整備について

は、これまで平成３０年９月にリニューアルし

た図書館が開館、平成３１年２月にはオーケス

トラ演奏などに対応できる音楽ホールの完成な

ど着実に進捗しており、今年度末で全ての整備

が完了する予定です。

藤川おおいた創生推進課長 おおいた創生推進

課関係の主なものを御説明します。

３８ページをお開きください。第２目企画調

整費の上から６番目の移住者居住支援事業費６，

８０６万４千円です。

この事業は、県外から本県への移住を促進す

るため、移住者に対し、住宅の新築や空き家の

改修をはじめ、空き家に残された家財の処分や

引っ越し費用等を市町村とともに幅広く支援し

たものです。

その下の老朽空き家対策促進事業費５４万７，

０４７円です。

この事業は、空き家数の抑制に向け、所有者

による自発的な除却や活用を促進するため、県

内３か所のワンストップ相談窓口での相談対応

や、福岡など県外４か所で開催した説明会や無

料相談会の経費について支援したものです。

藤井国際政策課長 国際政策課の主な事業につ
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いて御説明します。

４１ページをお開きください。第１目企画総

務費の上から６番目の外国人留学生支援事業費

２，８８０万円です。

この事業は、留学生の経済的な負担を軽減し、

学業や地域活動に取り組みやすい環境を整備す

るとともに、将来本県と母国との懸け橋となる

人材を育成するため、就学意欲が旺盛で優秀な

県内の私費外国人留学生に月額３万円の奨学金

を交付したものです。また、奨学生に向けた大

分県講座及び大分県スタディツアーを開催し、

留学生の大分県への理解の促進を図りました。

今後も、この取組を継続するとともに、大分

県と母国との懸け橋となる人材の養成に努めま

す。また、県内留学生と連携し、県内の大学等

における留学生活とその魅力を母国等に発信す

ることで、大分県への留学促進を図ります。

続いて、４２ページをお開きください。一番

上の外国人総合相談センター設置事業費２，３

３２万１０４円です。

この事業は、県内在留外国人が抱えている生

活や就労等に関する様々な疑問や不安に対し、

多言語で情報提供・相談を行う一元的窓口を設

置したものです。

６月末の設置から年度末までに２６２件、月

平均２９件の相談がありました。また、市町村

や関係機関等の職員に対して外国人相談業務を

円滑に実施できるよう研修を行いました。

今後も、専門家や関係機関と連携し、解決に

導くよう相談体制を充実させ、外国人がより安

心して暮らせる環境づくりを推進します。

柳井芸術文化スポーツ振興課長 芸術文化スポ

ーツ振興課の関係事業のうち、主なものについ

て御説明します。

４３ページをお開きください。中ほどの第２

目企画調査費の３番目にある芸術文化ゾーン拠

点創出事業費８，５００万円です。

これは、県民に優れた芸術文化の鑑賞機会等

を提供するため、公益財団法人大分県芸術文化

スポーツ振興財団による県立美術館での企画展

や県立総合文化センターにおける芸術文化活動

等の支援に要した経費です。

同じく第２目企画調査費の５番目にある芸術

文化による地域おこし事業費５，４２１万２，

２８６円です。

これは、芸術文化の創造性をいかした地域振

興や観光誘客等を図るため、国民文化祭等の開

催を契機に県内各地で取り組まれる特徴的な芸

術文化活動の支援に要した経費です。

続いて、ラグビーワールドカップ２０１９推

進課の事業について御説明します。

４５ページをお開きください。下段の第２目

企画調査費にあるラグビーワールドカップ開催

事業費１４億３，９６５万３，８２４円です。

これは、ラグビーワールドカップ大分開催に

あたり県推進委員会が行う観戦客の輸送や機運

醸成の取組、ファンゾーンの企画・運営等に要

した経費です。

ラグビーワールドカップ２０１９日本大会は、

大分では準々決勝２試合を含む５試合が開催さ

れ、１７万３千人の方が観戦し、うち５万６千

人は海外からの観戦客でした。

また、大分いこいの道広場に設置したファン

ゾーンでは、１４日間で１１万５千人の方に来

場いただきました。経済波及効果については、

当初想定の２５３億円を上回る２５６億円とい

う結果となり、多くの方が心からラグビーを楽

しみ、大盛況のうちに大分開催を終えることが

できました。

今後は、大分開催の成果を一過性のものとせ

ず、着実に引き継いでいくため、ラグビーの魅

力と感動の共有やグローバル人材の育成、海外

との継続的な交流、海外誘客の多角化の三つの

レガシーを継承・推進していきます。

渡辺広報広聴課長 広報広聴課関係のうち、主

なものについて御説明します。

４６ページをお開きください。第３目広報費

です。

まず、一番上、広報活動費２億１，１３０万

２，８１２円です。

これは、県の取組や魅力、県政の主な事業や

イベントの告知、各種啓発や募集などの情報発

信を行うためのテレビ・ラジオ番組の放送や新

聞５紙への記事掲載、県政の重要課題や施策を
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県民に広く周知し、県政への理解を得るために、

県内全世帯に配布する広報紙「新時代おおい

た」の発行等に要した費用です。

次に、一番下のおおいたブランド戦略強化事

業費８，５９９万９，９６４円です。

この事業は、おんせん県おおいたのさらなる

認知度・魅力度を高め、観光誘客や県産品の販

路拡大につなげるため、パブリシティ活動やＷ

ｅｂ、ＳＮＳなどを活用した全国、世界に向け

た情報発信に要した経費です。

主な事業内容として、パブリシティ活動では

本県の情報を首都圏や関西圏のメディアへ積極

的に発信し、テレビ番組や雑誌、新聞等への露

出を図りました。活動指標である広告換算費も

目標の３０億円に対し、１４２億円を達成しま

した。

また、昨年はラグビーワールドカップが大分

で開催されたことから、大会前には欧米や大洋

州など多くの海外メディアから取材を受け、海

外に向けても大分の魅力を情報発信したところ

です。

今後は、デジタルマーケティングを活用し、

情報が伝えたい相手に届いているかなど効果も

見極めながら、認知度、情報接触の向上、ひい

ては魅力度向上を図り、おんせん県おおいたの

ブランド力向上に努めていきたいと考えていま

す。

藤田統計調査課長 統計調査課関係の事業につ

いて御説明します。

４８ページをお開きください。第７項統計調

査費です。

まず、第２目委託統計費２億２００万９，２

２１円です。

これは、総務省、農林水産省など国の関係機

関から受託して行う基幹統計調査等の実施に要

した経費で、財源は全額国庫支出金です。

労働力調査や小売物価統計調査など毎年実施

している経常調査等のほか、５年に１度の周期

で実施される２０２０年農林業センサスや２０

１９年全国家計構造調査などの周期調査を実施

したものです。

続いて、４９ページを御覧ください。第３目

県単統計費２２７万４，３６３円です。

これは、県が独自に実施する県民経済計算や

景気動向指数、毎月の人口推計などの調査に要

した経費です。

遠藤交通政策課長 交通政策課関係事業の決算

について御説明します。

５１ページをお開きください。第６目交通対

策費の上から五つ目、東九州新幹線推進事業費

１７７万５，０８７円についてです。

東九州新幹線の基本計画路線から整備計画路

線への格上げを目指し、官民一体となった本県

単独の推進組織として平成２８年１０月に設立

した大分県東九州新幹線整備推進期成会等にお

いて、国等への要望活動を行ったほか、将来を

担う若い世代の方々に活発に議論していただく

観点から、別府大学でシンポジウムを開催し、

学生にもパネリストとして参加いただきました。

また、経済団体の青年部や市町村の自治会等

で説明会を開催するとともに、新たにポスター

・横断幕等を作成し、県民の機運醸成に取り組

みました。

引き続き、東九州新幹線の早期実現に向け、

県民の機運醸成や国への働きかけを積極的に行

っていきます。

続いて、その二つ下、上から七つ目のバス乗

務員確保対策支援事業費５２４万３千円につい

ては、バス事業における人材確保を図るため、

乗務員確保の取組に要する経費に対し助成を行

ったものです。

具体的には、各バス事業者が行う大型二種免

許の取得経費や、乗務員募集の広告宣伝費、県

内外での就職説明会の開催経費、簡易ベッド設

置やトイレの改修等の職場環境の改善に係る経

費などについて、２分の１以内の補助率で支援

をしました。

引き続き、乗合バス事業者が実施する乗務員

確保の取組を支援し、公共交通の維持・確保を

図っていきます。

土居委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、
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マイクを使用し、簡潔・明瞭に答弁願います。

次に、委員並びに委員外議員の皆さまにお願

いがあります。質疑は付託された決算に関する

ものにとどめてください。

それでは、事前通告が５名の委員から出され

ているので、まず事前通告のあった委員の質疑

から始めます。

木田委員 主要な施策の成果２１４ページにあ

る海外戦略加速化事業について二つお尋ねしま

す。

まず、大分フェア、帰国留学生等とのネット

ワーク構築に取り組んでいますが、具体的な成

果としてはどういったものがあるか教えてくだ

さい。例えば、新たにこうした商談が成立した

とか、海外プロジェクトへ大分の企業が参画し

たとか、そういった例があったら御紹介くださ

い。

もう１点は、めじろん海外特派員について、

令和元年度で活動している──活動といっても

登録されている人数でも結構ですが、何人いる

るか教えてください。

あわせて、情報発信、大分のＰＲ等、大分と

の懸け橋としての具体的な特派員の活動状況も

示しください。

藤井国際政策課長 大分フェア、帰国留学生等

とのネットワーク構築、めじろん海外特派員、

三つ御質問いただきました。

まず、令和元年度はタイ、台湾、香港で、本

県の観光と物産を一体的にＰＲするプロモーシ

ョンや大分フェアを実施しました。

タイでは県産食材、おおいた和牛、養殖ブリ、

乾しいたけ、日田梨、甘太くんなど、こういっ

たものを使用した試食商談会を開催し、現地バ

イヤー等と商談会を開催しました。この商談会

をきっかけに、かぼすブリは、その後、タイか

らバイヤーが来県して現地視察を行い、こちら

からもサンプルを送る等、商談を継続していま

したが、コロナ禍で今一旦中断している状況で

す。

また、医療、介護分野で県内企業のタイ進出

の計画があり、タイの工業省等を訪問し、協力

要請等の後押しを行いました。その結果、この

企業はタイで現地法人を立ち上げ、営業活動を

始めたと報告を受けています。

また、台湾では２９年度のプロモーションを

きっかけにおおいた和牛の取扱いが始まり、昨

年度は取扱いの商社と連携し、現地レストラン

でフェアを開催し、おおいた和牛の安定的な取

引につなげています。

また、香港では大分県海外親善大使が経営す

る現地レストランで本県食材を使ったメニュー

を提供する大分フェアを開催しました。このフ

ェアに向け、約２６０万円の県産食材の仕入れ

があり、売上げは４５０万円ほどの成果があり

ました。

次に、帰国留学生等とのネットワーク構築事

業についてです。母国で起業したり、商社に勤

務するなど県内企業の海外展開のカウンターパ

ートとなる留学生ＯＢを発掘しようという事業

で、これまでタイ、ベトナム、シンガポールで

調査を行い、昨年度はインドネシア、マレーシ

アを調査し、そのうち８人をめじろん海外サポ

ーターに任命しました。

こういった中から、例えばベトナムの介護人

材を県内企業に派遣しようといった留学生ＯＢ

や、さきほどかぼすブリの商談の話をしました

が、タイで商社を経営する留学生とつながりま

した。

三つ目のめじろん海外特派員についてです。

めじろん海外特派員については、昨年度、めじ

ろん海外サポーターと名称を改め、これまで１

４の国、地域の留学生ＯＢや国際交流員など８

９人を任命しており、大分県が毎月発行する情

報誌「Ｗｈａｔ's ｕｐ，Ｏｉｔａ！」の送付

を通じ、本県との関係を常に保つような活動を

しており、県が行う海外でのプロモーションな

どのときに県産品や観光等のＰＲに協力してい

ただいています。

また、めじろん海外サポーターが来県する、

または日本にいらっしゃる話を聞いたときは、

県産品の輸入に係る個別商談会をしたり、海外

ビジネスセミナーの講師をしていただくなど県

内企業の海外展開につなげるような取組に協力

していただいています。
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木田委員 めじろん海外サポーターは、これか

らコロナ禍後に向け、大分県の懸け橋として活

躍していただけるよう連携を強めて頑張ってい

ただきたいと思います。

一つ、大分フェアが若干気になるところがあ

ります。いくつかの商談やプロジェクトも動い

ているような感じを示されましたが、取引量が

他県と比べ、どれだけ大分県は成果をあげてい

るか非常に気になるところです。今、海外戦略

でのターゲットの項目数、取組内容で一番多い

のは台湾だと思いますが、日台友好議員連盟と

して台湾を訪問したとき、大分の日田梨を取り

扱っているということで高雄市の一番大きなデ

パートを視察しました。

残念ながら、我々が行ったときは取引は終わ

っているというか、１年間のある一定の時期し

か取り扱わないということで、ほかの品目を見

ると、青森県のリンゴは、日田梨と比べものに

ならない大変な取扱量でした。高雄市で一番大

きいデパ地下の食料品は日本製品が９割近くで

したが、残念ながら我が県はお酒の１種類しか

なく、隣県のものはたくさんあり、柑橘類、日

向夏が並べられ、隣に乾しいたけがあるので見

たら宮崎県産ということで、何となくどうなの

かという感じを受けました。

これまでも繰り返しプロモーションをやって

きていると思うが、その取引量の成果がなかな

か目に見えるものが感じられず、戦略はあるけ

ど、戦術が大分として弱いのじゃないかという

感じです。皆さんあちこちフェアに行かれてい

るので、ひょっとしたら台北とか台中で大分県

産品はこれだけありますよという状況を御覧に

なっているかもしれませんが、よそにはこうい

ったことがあるとか、皆さんが御覧になって、

他県の取組状況を見て感じていることがあれば

教えてください。

藤井国際政策課長 海外戦略の推進については、

県庁内で部局横断の海外戦略プロジェクト、Ｐ

Ｔ会議を設けています。その中で各戦略ごと、

さらに細かくは品目ごとに目標額の設定をし、

年度ごとの成果を確認しながら取組を進めてい

ます。

そういった中で、目標と現状を分析しながら、

他県の取組等を含め、今後の参考にしながら取

り組んできており、今後も推進していきたいと

考えています。

木田委員 他県はかなり強い取組をしています。

青森のリンゴも、農林水産委員会でたまたま昨

年は青森県に行き、ああ、なるほどこれならあ

れだけ取引できるなというのはすぐ分かったし、

宮崎県も、確か宮崎出身の海外取引の商社マン

を県職員に入れ、海外展開を強めているので、

ああいうことはあるだろうなと感じました。ぜ

ひこれから目に見える成果をあげてほしいと思

います。

牛も中国の輸入が解禁され、オーストラリア

が今、中国との関係でその辺もストップになる

ということで、そこもチャンスが出るかもしれ

ませんが、昨年度９９０万円も使っているので、

やはり目に見える成果をあげてほしいと思いま

す。よろしくお願いします。

藤田委員 四つの事業を伺います。

事業別説明書の３８ページ、まず、ふるさと

大分ＵＩＪターン推進事業費です。さきほども

若干御説明がありましたが、昨年度、新規事業

の不本意非正規として働く若者を対象に実施し

た移住モニターツアーの概要と、参加者の反応

や成果について伺います。

同じく３８ページの老朽空き家対策促進事業

費です。事業の概要と、相談を受け付けていま

すが、特に特定空家の発生を未然に防ぐための

啓発や市町村の取組、相談の内訳等について教

えてください。

事業別説明書の５１ページ、空港アクセス調

査事業費です。調査結果の概要と、その過程で

発着地域の騒音の評価、あるいは住民の声、ま

た船員の確保の見込みをどのように考えている

か伺います。また、今年度の取組状況もあわせ

てお願いします。

事業別説明書の４５ページ、ラグビーワール

ドカップ開催事業費です。この事業は、当初予

算が１８億９，５００万円から１４億４千万円

と４億５千万円余り縮減されていますが、その

節減の内訳をお知らせください。
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藤川おおいた創生推進課長 まず、ふるさと大

分ＵＩＪターン推進事業について御説明します。

本事業の概要ですが、首都圏の非正規雇用の

若者を主な対象として、実際に大分県内に来て

いただいて企業を巡ったり、商店街等を見たり

してもらうなど、大分県内の仕事や暮らしを体

験していただいています。

昨年度は３回ツアーを開催し、５３人の方に

参加いただきました。そのときに取った参加者

のアンケートを紹介すると、移住を真剣に検討

し、この１、２年ぐらいで住みたい場所をしっ

かり決めて、一度お試しで住んでみたいとか、

思い切って生活を変えてみようと強く思うきっ

かけとなったといった声をいただいています。

その後、今年の６月にツアーに参加された方

の追跡調査を行ったところ、既に移住された方

が１人、移住に向け具体的に検討中の方が１人、

近いうちに転職や田舎暮らしなどライフスタイ

ルを変更したいと考えている方が１２人いると

いうことで、大分への移住の動機付けに一定の

効果が見られたと思っています。

ただ、今年度はコロナの関係もあり、なかな

か大分に来ていただくのが難しい状況にあるの

で、オンラインのツアーに切り替え、今月の３

日に第１回目を開催したところ、７１人に参加

いただきました。こういったオンラインのツア

ーを今年あと５回ほど行おうと考えています。

多くの方に参加していただくとともに、参加し

ていただいた方を一人でも多く大分県への移住

につなげていきたいと考えています。

そして、二つ目の老朽空き家対策促進事業に

ついてお答えします。

空き家対策については、平成２７年に空家対

策特別措置法が施行されていますが、その中で

規定されているのが、空き家対策の主体は市町

村で、県は市町村に対しての技術的助言や連絡

調整等の援助を行うことが規定されており、こ

ういった県の役割に基づき、当該事業を実施し

ています。

事業概要としては、さきほども申した県内３

か所にワンストップの相談窓口を設置している

ＮＰＯ法人があり、そのＮＰＯ法人に対し、活

動経費の補助を行っています。ＮＰＯ法人の具

体的な活動内容は、来所やメール、電話での相

談対応や、県外に出向き説明会や無料相談会を

実施しています。

相談内訳については、空き家の管理や活用方

法の相談、あるいは売却や購入の相談、遺品の

整理とか相続に関する相談などです。

啓発については、県が行っている啓発は、今、

設置している空き家相談窓口のチラシを作成し

て、市町村や法務局、弁護士会等の関係機関を

通じ、住民に窓口の周知を行っています。

市町村の取組についても質問いただきました

が、さきほど言ったように、法律上、空き家対

策の主体は市町村で、市町村の取組としては、

無料の空き家相談会を実施したり、実際空き家

を除却とか活用するときには費用がかかります

が、それに対する補助を行っており、また、市

報やホームページ、固定資産税の納税通知書等

を活用し、さきほどの相談窓口の利用や空き家

バンクの登録の促進を行っています。

遠藤交通政策課長 空港アクセス調査事業費に

ついてお答えします。

昨年度は、平成３０年度の調査で実現が可能

と考えられた高速船とホーバークラフトの２案

について深掘り調査を行い、その結果、整備の

時間と費用が抑えられ、運航速度も速く、時間

短縮効果が大きいホーバークラフトの方がより

利便性が高まることが分かりました。

また、運航スキームについては、船舶の調達

や発着地の整備は県が行い、運航は民間事業者

が行う上下分離方式であれば、運航事業者の収

支バランスが保てるとともに、民間のノウハウ

や創意工夫をいかしたサービスの提供も期待で

きるという結論が得られ、今年の３月にホーバ

ーの導入について公表しました。

まず、発生音については、昨年度、イギリス

で運航されているホーバークラフトの現地調査

を行いましたが、大型で低回転化されたプロペ

ラを採用することで旧大分ホーバーフェリーの

船形より客室内で約１０デシベルほどの低減が

実現されています。

さらに、発着地における施設面での対策につ
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いても検討を行い、遮音壁を設置することによ

り一層の低減効果が見られることも分かりまし

た。

また、本年８月に行った空港側での住民説明

会では、地域住民の方々から発生音に対する心

配の声も一部ありましたが、県としても周辺地

域における発生音の対策は非常に重要だと認識

しています。今後、遮音壁の設置はもちろん、

住民の方々にも丁寧に相談しながら、周辺環境

に配慮した運航の在り方を検討していきたいと

思っています。

続いて、船員の確保ですが、船員については

運航事業者において必要数を確保することが前

提になりますが、ホーバークラフトは特殊な船

形であることも踏まえ、県としても県立の海洋

科学高校や海上自衛隊、また大分運輸支局など

への協力依頼や調整など必要な支援を積極的に

行っていきたいと思います。

最後に、今年度の取組ですが、７月から運航

事業者の募集を行っており、今後１１月に運航

事業者と大分市側の発着地を決定する予定です。

運航事業者が決まったら、速やかに船舶の調達

の準備や発着地整備に向けた測量設計に着手し、

早ければ令和５年度の運航開始を目指してしっ

かり取組を進めていきます。

柳井芸術文化スポーツ振興課長 ラグビーワー

ルドカップ開催事業費についてお答えします。

ラグビーワールドカップ開催事業費の縮減に

係る内訳は大きく二つあり、一つはラグビーワ

ールドカップ２０１９開催経費として推進委員

会への負担金の減少が１億９，２００万円、二

つ目として会場整備費の減少が２億６，３００

万円です。

まず、一つ目の推進委員会への負担金の減の

主なものとして、最も大きいものが交通輸送費

の減で１億６，４００万円です。本県では昨年、

ラグビーワールドカップの公式戦の決勝トーナ

メントが１０月１９日と２０日の２日間開催さ

れる予定となっていたので、大会の規則として

順延日を２日間用意する必要があり、そのため、

予定されている試合日の翌日、翌々日の２日間

分についてもシャトルバスなどの交通輸送費を

見込んでいたもので、実際は予定どおり１９日

と２０日に開催されたため、不用額が発生しま

した。

二つ目の会場整備費の減少は、当時、ドーム

の北側に設置した大型映像装置の設置や撤去に

係る経費、また当時、ドームのピッチレベルが

全面緑で覆っていた人工芝を張りましたが、そ

れに係る経費の委託料の入札減によるもので、

減少額が１億７，３００万円でした。

藤田委員 ラグビーワールドカップの経費の内

訳は理解できました。

ふるさと大分ＵＩＪターン推進事業ですが、

不本意な非正規として働く方への働きかけはど

のようにアプローチしたのか、どうターゲット

を絞ったのか、一つ追加でお尋ねします。

それと、老朽空き家対策は、特定空家が非常

に問題になってきていると思います。車やバス

で県内を走っていると、結構朽ちかけた家が目

に付きます。景観の面でも、わびさびは感じる

かもしれませんが、決していいものではないな

という気がします。

さらに、特定空家を行政代執行で２０１５年

から撤去が始まりましたが、全国的に回収が９

割ほど見込めないという、これまでの実績もあ

るようで、地方自治体の負担がかなり大きくな

っていくのではないかと危惧しています。もっ

と特定空家を防ぐという観点の事業に突っ込ん

だ方がいいのではないかという気がしています

が、その辺の御見解をお願いします。

それから、空港アクセスは、実は前のホーバ

ーが運航しているとき、金池地区でも結構音が

聞こえました。さきほどの評価では、現地調査

で１０デシベルほど客室内の音が下がっている

ということですが、これから発着地が決まって

いくと、住民が結構思い出して反響が出てくる

のではないかという気がするので、騒音対策に

ついて、どちらにしても、地域住民へのアプロ

ーチに力を入れる必要があるので、その辺の観

点でお願いします。

それと、１１月に運航事業者が決まるという

ことでしたが、今のコロナの状況とさきほどの

船員の問題があって、受け入れる事業者がある
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のか心配なので、現状、応募の状況についても

あわせてお願いします。

藤川おおいた創生推進課長 一つ目のＵＩＪタ

ーンに対する御質問です。

ターゲットをどのように絞ったかということ

ですが、委託して事業を実施しており、委託先

が非正規雇用の方の派遣などを行う業者で、そ

ういったところからこの事業の周知をしてもら

い、皆さんに来ていただきました。

それと、二つ目の空き家対策は、さきほど申

したように、法律上は市町村が主体で、県は技

術的な援助という立場になっています。市町村

の取組として無料の空き家相談会などを実施し

ていますが、実は全部の市町村ではなく、半分

ほどの市町村でしか行われていないので、そう

いった市町村の意識を高めるため、県も市町村

の担当者を集め、制度の説明や危険な空き家を

なくしましょうということで定期的に研修会を

しています。こうしたことを通じ、少しでも意

識を高め、危険な空き家が少なくなるよう努め

ていきたいと思います。

遠藤交通政策課長 まず、騒音の関係です。大

分市側の発着地については、現在、西大分か西

新地の２か所で検討していますが、当方として

も大分市側は丁寧な説明が必要ということで、

これまで想定される範囲の２０の自治会長のと

ころに直接足を運び、説明や意見交換等を既に

しています。皆さん若干心配する一面もありま

すが、何といってもホーバークラフトが来るこ

とに対し非常に期待と、これからそれを活用し

て発展させていかなければならないという前向

きな意見をいただいているので、今後、また発

着地が決まったら、引き続き対策も含め、丁寧

に住民の方々と一緒になって検討していきたい

と思います。

二つ目の運航事業者の確保の見込みです。コ

ロナの状況、また船員の確保が難しいという状

況もありますが、現在募集をかけており、運航

事業者の候補として手をあげている事業者はあ

るので、今後しっかり提案内容等を審査し、１

１月までに事業者の決定をしていきたいと思い

ます。

尾島委員 大きく２点お願いします。

まず、事業別説明書３８ページ、主要な施策

の成果では１３８ページですが、ふるさと大分

ＵＩＪターン推進事業についてです。

ここ４年間の実績を見ると、県の施策を利用

して移住した人の数が２８年度が７６８人、２

９年度が１，０８４人、３０年度が１，１２８

人、今年が１，０７１人と、２８年度からずっ

と増え続けていましたが、元年度は減少に転じ

た状況になっています。目標も下回ったわけで

すが、主な理由をどう考えているのか、説明を

いただきたいと思います。

それから、移住者居住支援事業についてです。

住宅支援について、２９年度より非常に増え

ていますが、その理由の一つは、家賃補助が途

中から加わったのではないかと思います。この

表を見ると、かなり増えていますが、新築・改

修・家賃補助の内訳をお願いします。

それから、それぞれ市町村でも新築又は改修

に対する補助の上限等が決められていますが、

こういった新築・改修・家賃の平均的な支援単

価が分かれば教えてください。

それから、特に今、人口減少の中で、子育て

世帯に対する支援に市町村も力を入れています

が、子育て世帯の利用というか、活用状況はど

うなっているのか、お願いします。

それから、次に事業別説明書４１ページ、海

外交流ネットワークづくり事業費の中でブラジ

ル県人会子弟留学補助があります。これについ

て、平成３０年度は日本語研修補助ということ

で６９万９千円が支出されています。今年度は

具体的に中身が書かれていませんので、大学で

勉強されたんだと思いますが、どういった補助

をしたのか、勉強されているのか、お願いしま

す。

それから、子弟とありますが、今ブラジルは

二世、三世、四世といった方々が恐らく対象で

はないかと思うので、対象になった人の年齢と

か、今言った二世なのか、三世なのか、その辺

が分かれば教えてください。

それから、海外の県人会の数、例えば、海外

戦略加速化事業でも留学生や県人会とのネット
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ワークを強化したいという言葉が出てきますが、

海外には県人会の数が一体いくつあるか、特に

ブラジルのように移民県人会の数がいくつある

のかお願いします。

それから、ブラジル以外でこういった子弟留

学の補助実績はあるか、その点もお願いします。

藤川おおいた創生推進課長 まず、ふるさと大

分ＵＩＪターンについて、移住者の数について

お答えします。

さきほど委員が言われたように、平成３０年

度は過去最高の１，１２８人の移住者でしたが、

昨年度は、その前の年を５７人下回る１，０７

１人となりました。実は今年の１月までは前年

度１，１２８人だったときを実績は上回ってい

ました。通常３月は進学とか就職のタイミング

で移住される方が多いので、３月は移住者が増

えますが、２月、３月は前年度を下回りました。

これは定かなことは分からないですが、その時

期ちょうどコロナが蔓延し出したり、どうして

も移動そのものを控えようという動きがあった

ためではないかと思っています。

ただ、今年度の移住者数について言うと、８

月末現在で既に５５４人の方に移住していただ

いており、さきほど申した過去最高だった一昨

年度の１，１２８人の人数を１５８人上回って、

今年は割と順調に移住者が伸びていると考えて

います。

もう一つ、移住者居住支援事業についての御

質問です。

新築・改修・家賃補助に対する内訳と平均的

な支援単価ですが、新築購入については７４世

帯に、これは県の補助金と市町村の補助金を足

して本人に渡る額、約６，２００万円を支給し

ています。

県が大体標準的な支援額を定めていますが、

１世帯当たり１００万円です。

改修については、５３世帯に約３，２００万

円支給し、標準的な支援額については新築と同

じ１００万円です。

家賃補助については、１８世帯に約３００万

円支給していて、標準的な支援額は２０万円で

す。

子育て世帯の利用状況ですが、補助を利用さ

れた方の約３割が子育て世帯と把握しています。

藤井国際政策課長 海外交流ネットワークづく

り事業費について御質問いただきました。

まず、昨年度の２人は日系四世で、年齢は２

０代、それぞれ大分大学の工学部で建築と工学

を１年学びました。

また、県人会子弟留学については、平成２４

年度にブラジル県人会の６０周年記念事業を実

施しましたが、そのときに県人会の方と意見交

換し、大分県とのつながりを次世代につなげて

いくために大分県へ留学生を派遣したいという

強い要望があり実施しているもので、この子弟

留学についてはブラジル県人会のみで実施して

います。

海外の県人会の数は、毎年調査していますが、

１８か国の国と地域に２５団体、会員数が約１，

２００人となっており、また、移民の県人会は、

ブラジルのほか南米に四つ、パラグアイ、ペル

ー、アルゼンチン、ボリビアがあり、会員数は

合わせて約５００人です。

尾島委員 再質問で、移住者居住支援事業で小

規模集落等の地域に居住された人、そうでない

人の割合がもし分かればお願いします。

それから、ブラジルだけ要望によって研修が

実施されていますが、研修後のフォローと、そ

れからこういった方は県人会から推薦をいただ

くと思いますが、その選定基準等が分かったら

お願いします。

藤川おおいた創生推進課長 当該事業は市町村

を通じた間接補助でやっており、個人のデータ

は持ち合わせていないので、市町村に確認しな

いと、小規模集落かどうかは分かりかねます。

藤井国際政策課長 ブラジル子弟の留学生につ

いては、御本人の日本語能力とかキャリアプラ

ンといったものを考慮し、県人会で推薦いただ

いていると認識しています。

玉田委員 主要な施策の成果の１１２ページ、

ネットワーク・コミュニティ推進事業、それか

ら１１３ページの地方バス路線維持対策費、そ

して生活交通路線支援事業です。

これらは、成果指標に対する評価は全部Ｂで
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したが、冒頭、部長が事業説明の中で、ネット

ワーク・コミュニティの構築を説明されました。

これは、まち・ひと・しごと創生の中で核にな

る事業だと認識していますが、１１１ページの

総合評価はＡとなっています。次のページを見

るとＢという評価があり、その評価の数字を見

ると、９０％台ともう少しのところで、ややＢ

とＡとの境が厳しいなという思いもあります。

そういう意味でＢという評価になったことに対

し、それぞれの担当課長から所見、見解につい

て伺います。

藤川おおいた創生推進課長 ネットワーク・コ

ミュニティの評価について御説明します。

委員が言われたように、目標１，６００に対

し、実績は１，５９９ということで、ほぼ達成

できたと数字上はなっていますが、御案内のと

おり、高齢化が年々進んでおり、小規模集落の

割合も現在は３５％ですが、１０年後には４４

％になると推計しているので、今、人口が多い

団塊の世代が元気なうちに、住民の助け合いの

仕組みづくりを前倒しして進めていかなければ

ならないと考えています。今年度は小規模集落

対策の補助金がありますが、今までは小規模集

落になってからじゃないと補助金対象にならな

かったのですが、補助金の条件を緩和し、５年

以内に小規模集落になる可能性があるところに

は補助金を支給できる仕組みに変えました。

また、どうしてもネットワーク・コミュニテ

ィを立ち上げるときにはいろいろ難しい問題が

あるので、そこに専門家を派遣し、立ち上げが

スムーズにいけるような取組を始めました。

目標数字はネットワーク・コミュニティの設

立数ですが、設立して終わりとは思っていなく

て、いかにその組織が自立し、持続的なものに

していくかが大切だと思っています。中にはい

い事例がかなりあるので、そういった事例をほ

かのネットワーク・コミュニティの組織に展開

していこうという取組も始めていますし、さき

ほど言った専門家についても、今は立ち上げの

支援ということでやっていますが、なかなか活

動がうまくいかなくなった、あるいは行き詰ま

ったところの団体に対しても将来的には専門家

を派遣し、持続的な活動、自立的な活動を行っ

ていけるような体制を整えていきたいと考えて

います。

遠藤交通政策課長 地方バス路線維持対策費と

生活交通路線支援事業についてお答えします。

路線バスやコミュニティバス等については、

県民の通勤や通学などといった日常生活を支え

る重要な移動手段で、その維持確保を図ること

は必要不可欠と認識しています。

このため、幹線的なバス路線の維持を図るた

めの地方バス路線維持対策費と、コミュニティ

バス等の維持を図るための生活交通路線支援事

業により、運行赤字に対する補助を行い、その

維持確保に努めています。

一方、自動車の普及や地域の人口減少により、

路線バスやコミュニティバスの利用者は長期に

わたり減少傾向にあり、各バス事業者や市町村

では各種の利用促進策を講じているものの、利

用者の減少に歯止めがかかるには至っておらず、

バス事業者を取り巻く環境は非常に厳しい状況

となっています。

これら二つの事業については、国で公表して

いる乗合バスの輸送人員を基に目標値を設定し

ていますが、令和元年度は輸送人員数が減少し

てしまい、実績値が目標値に届かずに評価とし

てはＢとなりましたが、これら二つの事業は、

県民の皆さんの重要な移動手段を確保するため

必要不可欠な事業で、今後も引き続きしっかり

事業を実施していきたいと思います。

また、県としても単に運行赤字への補助を行

うのみでなく、持続可能な公共交通網を形成す

るための地域公共交通網形成計画等の策定を、

県内を六つの圏域に分け、順次策定を進めてい

るので、その中で路線バス等の運行内容の見直

しや利便性の向上などにより、利用者の確保を

図り、バス事業者を取り巻く環境が少しでもよ

くなるよう引き続き積極的にバス路線の維持確

保に向け、努力していきます。

玉田委員 決してＢになったから厳しいぞとい

う話ではなく、総合評価がＡという中で、しか

も、それぞれの指標に対し９０％台で、私は過

疎の現状とか小規模集落の現状をよく知ってい
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るので、本当に頑張っているなと思っています。

そういう中で、成果指標を少し見直してはどう

かなという思いもあります。

例えば、ネットワーク・コミュニティの問題

だと、もちろん政策として集落数を増やしてい

くことは大切でしょうが、このまち・ひと・し

ごとの中にある、とにかく住みたいと願ってい

る人たちを支えるんだというところを指標にす

る意味では、子育て満足度日本一じゃないです

が、小規模集落で暮らすことの満足度を何かの

指標にすることも可能性があるのではないかと

思うし、交通の分でいくと、ここの成果指標を

見ると、２，０１０万人という数字は、二つの

事業どっちも同じ数字ですね。この文面で見る

と、コミュニティバスがあるかないかというと

ころなので、より地域に密着しているバス路線

と、さっき課長が言った幹線バスの利用者人数

の見積りを精査するとか、そういう中で指標を

作ると、もっと分かりやすくなるのかなと思い

ましたので、それは意見として申し上げます。

それから、遠藤課長、地域公共交通でいくと、

今取り上げた２点、また、さきほど説明された

バス乗務員の確保も評価がＣとなっていますが、

これを見ると、本当にさっき課長が言った厳し

さが評価に出ているなと思います。行政側から

の政策としてのアプローチはどんどん組んでい

ますが、一方で住民側の公共交通を守る運動を

何か仕掛けるような仕組みが必要じゃないかと

いう気が最近しています。

例えば、我々もですが、地域公共交通に合わ

せた生活リズムをつくるとか、今、気候変動の

問題とか、いろいろ公共交通の見直しがされて

いるので、そういう視点から、生活環境部と一

緒になって横串で何か組むということもできる

かと思うので、そういうことも含め、来年度以

降の予算編成のときに少しいかしていただけれ

ばと思います。

それから、藤川課長、５年先を見据えたこと

は本当にいいと思います。そういう現状を見て

いるので、しっかり先回りして手を打っていた

だきたいと思います。どうかよろしくお願いし

ます。

馬場委員 里の駅の現状と県の支援について質

問します。

事業別説明書の３９ページの観光行政事務指

導費の中の９７万８，５６０円ですが、里の駅

は地域の特産物の販売等を行う施設ということ

で、現在、県内ではどのくらいの数があるのか。

それから、大分県は独自に里の駅の指定制度

を設けているということなので、その里の駅の

指定基準と里の駅の全体的な売上げはどのくら

いあるのか。

それから、この中に里の駅の魅力向上に向け

た情報発信ということで、具体的にはどのよう

な情報発信をしたのかお聞きします。

そして、今後この里の駅についてどのような

支援をしていくか、分かれば教えてください。

藤川おおいた創生推進課長 里の駅の質問につ

いてお答えします。

現在、里の駅の登録数は１９駅です。

指定基準については、駐車場やトイレの基本

的な施設を備えていることと地域の情報を提供

できるような機能を有していること、さらに里

の駅ネットワーク協議会というのがありますが、

そちらに入会することなどが指定基準となって

います。

売上げについては、１駅当たり平均的な額は

４，５００万円ほどですが、多いところは２億

円を超す売上げの駅もあります。

支援については、今年の農林水産祭は残念な

がら中止になりましたが、そのブースの出店と

か、スタンプラリーへの支援、あと県の広報番

組とかホームページでの宣伝等を行っています。

今後どのような支援をしていくかは、今コロ

ナ禍で国内観光や県内観光の重要性が見直され

ているので、実際地域のコンビニの機能を果た

している西谷温泉公園とか牛乳パンなどがかな

り売れている小の岩の庄のような取組をほかの

里の駅にも広げていき、中身については各里の

駅やネットワーク協議会と協議、連携しながら、

新たな取組を模索していきたいと考えています。

馬場委員 かなり売上げに幅があるように思い

ますが、例えば、２億円を売り上げた里の駅は

どこで、どういう面で売り上げているのかが一
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つ。

それから、ネットワーク化されているという

ことで、そのネットワークに対する県の支援は

今後考えられないのか、お願いします。

藤川おおいた創生推進課長 企業の名前を出し

ていいかどうかは売上げが公表されていないの

で言いづらいところですが、宿泊施設も併設し

ているような施設もあり、そういったところが

売上げが伸びています。

あと、ネットワークに対する支援は、さきほ

ど申したスタンプラリーを里の駅ネットワーク

協議会として行っており、そちらに対する支援

は県が行っています。

土居委員長 ほかに、事前通告されていない委

員で質疑はありませんか。

三浦委員 １点、ラグビーワールドカップ開催

事業の関係でお聞きします。

私もニュージーランド対カナダ、６３対０の

結果でニュージーランドの強さを目の当たりに

しましたが、さきほど担当課長より１７万３千

人の観客、５万６千人が海外からの観戦客、並

びに経済波及効果が２５６億円、そしてラグビ

ーワールドカップを一過性にしないというレガ

シーの継承ということで、大きく三つのレガシ

ーを継承していくんだという説明をいただきま

した。九州地方知事会等ではこのレガシーを活

用したスポーツの振興や地域の活性化を議論さ

れていますが、大分県におけるレガシーの継承

についてどうなっているか伺います。

柳井芸術文化スポーツ振興課長 昨年度、県内

を興奮と感動に包んだラグビーワールドカップ

が終わり、今年度は２年目で、まずは熱気が冷

めやらぬように、いろいろ事業を計画していま

した。

７月に日本代表対イングランド戦を予定して

いましたが、残念ながら、コロナウイルスの影

響で中止となってしまいましたが、県内では着

実にレガシーの一つ目である魅力と感動の共有、

グローバル人材の育成について取組が進んでお

り、具体的には、別府の中学校のラグビー部の

設立に続き、豊後高田市でも立ち上がるなど、

ラグビーの競技の普及や振興が進んでいます。

また、県のラグビー協会が小学校などを訪問

してタグラグビー教室を開催しており、県もそ

の開催に支援をしています。

また、現在は県立美術館において報道写真展

を１８日まで開催中です。

もう一つ、ワールドカップの感動をアートで

表現するということで、記念のモニュメントを

制作し、来年３月頃には大分市の昭和通り交差

点の広場に設置できるように予定しています。

二つ目のレガシーで申し上げた海外との継続

的な交流については、まだ入国制限等があるの

で難しいところもありますが、現在は大会の開

催中に特に交流のあったウェールズの政府代表

とは継続的な協議をしており、近いうちに何か

交流イベントができないかと議論しています。

三つ目のレガシー、インバウンドの多角化に

ついては、日本代表戦は私どもも諦めていませ

んので、引き続き日本ラグビー協会には働きか

けを続けており、また、開催をもって高い評価

を得た昭和電工ドーム大分とか、県内のスポー

ツ施設、グラウンドや附帯施設については、お

陰さまで現在ラグビーのトップチームからシー

ズン前のキャンプをしたいとの申込みをいただ

いており、今後たくさん受入れが進むと考えて

います。まだ国際的な大きなところとはいきま

せんが、できるところから着実に取組を進めて

います。

三浦委員 一生に一度のラグビーワールドカッ

プ大分開催だったと思うので、引き続きレガシ

ーの継承はとても大事だと思います。よろしく

お願いします。

猿渡委員 通告していなくて申し訳ないですが、

空港アクセスの関係で１点お聞きします。

お聞きしていて、ホーバーの発着地を別府に

つくることができないかと思います。本会議の

一般質問でもしたように、温泉好きの方が県外

から、例えば、東京方面等から毎月のように来

られる方もたくさんいて、交流もあり、そうい

う方に御意見を聞くと、空港から遠いと言われ

ます。やはり空港からのアクセスは本当に大事

で、おんせん県おおいたとして空港から別府へ

のアクセスを改善するのは大事だと思います。
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別府に通ってくる中で、温泉好きが高じて県外

から移住している方を何人も私は存じています。

今コロナ禍の中で大事な観点かと思いますが、

考えられないでしょうか。

遠藤交通政策課長 ホーバークラフトの別府港

への導入ですが、私も委員と同じように海上ア

クセスは非常に大事だと思っています。

ただ、今道路が改良されている関係で、エア

ライナーの空港―別府間が大体４０分で、仮に

ホーバーを走らせたときの時間短縮効果はそこ

まで大きくないということがあり、需要がしっ

かり取れるかという課題があります。まずは大

分市に発着所をつくり、定期運航させ、必要に

応じ、例えば、チャーター便などで別府へのア

クセス等も含め、様々な活用、展開の仕方があ

るかと思うので、いただいた御意見も含め、今

後の参考にしたいと思います。

猿渡委員 ぜひ今後に向け、検討いただければ

と思います。よろしくお願いします。

土居委員長 委員で、質疑のある方はいません

か。よろしいですか。

〔「なし」と言う者あり〕

土居委員長 事前通告が２名の委員外議員から

出されているので、事前通告のあった委員外議

員の質疑を行います。

堤委員外議員 １点、事業別説明書の５１ペー

ジ、東九州新幹線の関係と鉄道駅のバリアフリ

ー化の関係です。

さきほど説明で、別府大学でシンポジウムを

行っているという話でしたが、そのときの学生

の反応と、いつもいろんな質問の中でメリット

とデメリットも非常に大事だという話をしてい

ますが、そういう説明がどのようにされ、それ

に対する反応がどうだったかお聞きします。

あと、鉄道駅のバリアフリー化について、決

算時の進捗状況、今年度の計画等々についてお

知らせください。

遠藤交通政策課長 まず、東九州新幹線の関係

ですが、昨年度開催したシンポジウムでは、観

光やビジネスの分野で活躍されている方々や別

府大学の学生に参加いただき、それぞれの立場

から自由に東九州新幹線について御議論いただ

きました。

参加者の方々には整備費用や経済効果だけで

はなく、並行在来線の運行維持やストロー現象

等の課題も掲載した資料を配布し、周知を図り

ました。

加えて、パネルディスカッションでは、地域

によってはストロー現象等の課題があるのでは

ないかという議論もありましたが、一方で、観

光やビジネスの分野における新幹線の開業に対

して、皆さん大きな期待を抱いていました。

引き続き、様々な立場、年代の方々に幅広く

シンポジウムに参加をいただき、自由闊達な議

論を通じ、県民の皆さまに東九州新幹線につい

てのメリット、デメリットを正しく認識してい

ただいた上で、実現に向けた機運の醸成を図っ

ていきたいと思います。

続いて、駅のバリアフリー化ですが、現在、

地元市やＪＲ九州と連携し、高城駅、大在駅、

別府大学駅、佐伯駅の４駅について、それぞれ

の駅の構造に応じてエレベーターの設置や段差

の解消などのバリアフリー化を進めています。

昨年度は大在駅の工事と高城駅、別府大学駅、

佐伯駅の３駅の設計を行いましたが、大在駅の

工事については新設する跨線橋の製作に必要な

資材の納入がオリンピック需要の影響で少し想

定よりも遅れたため、工事を本年度に繰り越し

ています。

いずれにしても、これら四つの駅の工事につ

いては、本年度、着実に工事を進め、年度末ま

でに全て完了する予定となっています。

堤委員外議員 機運醸成とか早期の実現とよく

言われるが、いろんな意見はあるわけで、費用

対効果の問題、数十年後はどうなるか分かりま

せん。いろんな問題、課題がありますが、いろ

んな県民の意見の反映、つまりシンポジウムを

開くなら、そういう意見を持っている方々もシ

ンポジストとして参加していかないと。私も参

加したが、結構いけいけどんどんの方々の発言

が多く、それだけじゃなくて、そういう方々の

意見も入れ、やはり平等にシンポジウムは開い

ていかないと、どうも偏った意見の一方通行に

なりがちです。資料の中に書いてあるが、具体
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的な提案はないわけで、どういう状況か、そう

いうのをきちっと説明する場とか、ぜひ今後検

討していただきたいと思うが、いかがですか。

あと、バリアフリーについて、ＳＳＳ（スマ

ートサポートステーション）との関係で提訴さ

れ裁判が今始まったが、バリアフリーとＳＳＳ

の導入は基本的、根本的には矛盾をしています

ね。やはり人の目があることが一番の安全対策

であることを基本に考えられなければならない。

確かにエレベーターの設置やハード面は必要で

す。ハード面は必要だが、ＳＳＳに頼るのでは

なく、きちっと人的な配置が必要です。人が来

るとか、そういう程度ぐらいですよ。電話すれ

ば、ちゃんと予約すればいいんだじゃなく、人

の配置は絶対に大事だと思います。障がい者の

方々が移動の自由を求めていますから、自由に

ついて県としての基本的なスタンスはどうなの

か聞きます。

遠藤交通政策課長 まず、東九州新幹線の関係

ですが、私も委員と同じように、どのようなデ

メリットがあるかを詳しく具体的に議論すべき

だと思っていますが、ルートも決まっておらず、

そのためにはまず整備計画路線に格上げしない

といけません。実際にどのような並行在来線の

経営分離がされるかも決まっていないので、や

はりそのような具体的な議論をするためにも、

まずは整備計画路線への格上げを全力でやって

いく必要があるかと思っています。

また、シンポジウムの開催方法は、様々な観

点からの意見が重要だと思っており、今後、開

催にあたってはその辺の人選も含め検討したい

と思います。

また、駅のバリアフリー化とＳＳＳの関係で

すが、ＪＲ九州も平成２８年に完全に民営化さ

れましたが、公共交通を担う存在として利用者、

住民に寄り添い、住民の声に耳を傾け、丁寧に

対応する必要があると思っています。

一方、鉄道を取り巻く環境は非常に厳しい状

況となっていることも事実なので、今後、持続

可能な鉄道ネットワークの在り方も含め、ＪＲ

九州に対して、住民に対し誤解がないよう丁寧

な説明を引き続き求めていきたいと思います。

守永委員外議員 ２点ほどあります。

まず一つが職員の長時間勤務についてです。

事業別説明書３７ページ以降に各課ごとに給

与費が記述されていますが、時間外勤務につい

てはどのようになっていますか。

また、働き方改革として時間外勤務の実態把

握と長時間勤務の縮減に取り組まれたと思いま

すが、どのような工夫をしてきたか伺います。

２点目が、５１ページに記載の鉄道駅バリア

フリー化推進事業費についてです。

今、堤委員からも質問がありましたが、バリ

アフリーの住民満足度について何らかの調査を

行っているか伺います。

大分県で障がいのある人もない人も心豊かに

暮らせる大分県づくり条例を制定し、合理的配

慮の提供についても相談窓口を設けるなどして

取り組まれていますが、ＪＲ駅についてはＪＲ

と協議をしながらになると思います。県の指導

方針としてどのようなスタンスか、さきほど答

弁もありましたＪＲと協議してということ以上

に、県としてどういうスタンスをお持ちか伺い

ます。

工藤政策企画課長 超過勤務の状況についてで

すが、超過勤務手当そのものは企画振興部内の

所要額、決算額ではなく、全て総務部の給与費

の中に入っています。

実際の超勤の実績は、１人１か月の平均で見

ると、昨年度は１９．２時間で、企画振興部の

その前の年、平成３０年度の１２．５時間に比

べると時間数はかなり大きく伸びてしまってい

ます。元年度は御承知のラグビーワールドカッ

プやプランの見直しが主な原因だと分析してい

ます。

本年度は、こういった増要因があった昨年度

の実績ではなく、２年前の平成３０年度の実績

が年間の平均で見ると１人１月当たり１２．５

時間ですので、一昨年を目標として超勤の削減、

ひいては長時間勤務の縮減に取り組んでいます。

具体的には、毎週水曜日の全庁の定時退庁日

に加え、企画振興部独自の定時退庁日というこ

とで第１、第３金曜日、例えば、企画振興部で

すのでオーパムデーという形で部内の職員に徹
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底を図り、実績を見ると８割から９割ぐらいの

職員が定時退庁できています。そこそこ定時退

庁日の水曜日に近い状況なので、こういった独

自の取組をしながらというのが一つ。

それと、総務部からもありましたが、勤務時

間管理システムがあるので、実態が以前より把

握しやすくなっています。そういったことを課

長会議などの定例の場で共有をし、各所属長に

超勤の事前命令と事後確認、基本的なことです

が、こういったものを徹底している状況です。

遠藤交通政策課長 鉄道駅のバリアフリーにつ

いてお答えします。

鉄道駅のバリアフリーの満足度については、

県において特段の調査は行っていませんが、Ｊ

Ｒ九州においては年１回大分市と大分市視覚障

害者協会と一緒になって大分市内の主要な駅の

実地点検を行い、安全性の向上を図っています。

また、利用者の相談センターを設け、いただ

いた御意見、御要望を踏まえ、ＪＲ九州におい

て満足度の向上に努めていると聞いています。

ＪＲ九州のバリアフリー化については、１日

の利用者数が３千人以上の鉄道駅を対象とする

という国の基本方針に基づき、着実に整備を進

めており、県としても引き続き、必要な支援を

行いながら、誰もが安心して利用できる環境整

備を図っていきたいと思っています。

守永委員外議員 超勤の縮減策は、毎週水曜日

の定時退庁とあわせ、第１、第３金曜日の定時

退庁を実施している、８割から９割の方が定時

退庁しているということで、かなり意識も高ま

ってきていると思います。引き続き、そういう

取組をしていただき、健康的に能力を発揮でき

る職場環境をつくっていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

駅のバリアフリーに関しては、障害者差別解

消法を根底にしながら県としても差別解消のた

めの条例を作ったわけですから、ＪＲはＪＲで

考えてよということも大事なことですが、何ら

かの方針を持つのも大事じゃないかと思うので、

せめてＪＲの満足度調査なり、顧客からの様々

な相談活動をされている部分も把握され、その

中で何らかの指導ができないものかと。ＪＲに

対する指導権限が県にあるわけではないので、

どこまでできるかは非常に分かりづらいですが、

国に対する要請も含め、県民の方々が利用しや

すい公共交通を目指す取組をお願いしたいと思

います。その辺いかがですか。

遠藤交通政策課長 まず、満足度調査の関係で

すが、原則としてはサービスを提供する主体の

ところが行うべきものと思いますが、引き続き、

ＪＲ九州に対してはしっかり利用者、また障が

い者も含めて声を聞くよう県としても強く要請

しておきたいと思います。

加えて、委員御指摘のとおり、指導権限がな

いということですが、さきほど申したように、

今１日３千人以上の利用の鉄道駅を優先的にや

っていますが、今年度中にそれらが全て工事が

完了することになります。その次どうするのか

という議論が今巻き起こっていて、２千人以上

にするのかという議論も国においてなされてい

ます。

県としては、国に対し、しっかり基準を作る

とともに、支援策の拡充等も含め、バリアフリ

ーが推進するよう働きかけを強めていきたいと

思います。

土居委員長 委員外議員でほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

土居委員長 それでは、本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して、委員の方からほかに何か質疑は

ありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

土居委員長 ほかにないようですので、これで

質疑を終了します。

それでは、これをもって企画振興部関係の審

査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

これより内部協議に入りますので、委員の方

はお残りください。

〔企画振興部、委員外議員退室〕

土居委員長 これより、決算審査報告について、

内部協議に入ります。
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さきほどの企画振興部の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映

させるべき意見・要望事項等がありましたら、

お願いします。

猿渡委員 一つは、東九州新幹線を拙速に進め

るべきではないということ、もう一つは、ＳＳ

Ｓに対する県民の意見をＪＲにしっかり伝えて

いただきたいという点を盛り込んでいただきた

いと思います。

衛藤委員 東九州新幹線は、本県の発展にとっ

ても非常に重要なので、積極的に進めていって

いただきたいという旨を記載していただければ

と思います。

土居委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

土居委員長 ただいま、委員からいただいた御

意見、御要望及び本日の審査における質疑を踏

まえ、審査報告書案として取りまとめたいと思

います。

詳細については、委員長に御一任いただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

土居委員長 それでは、そのようにします。

以上で、企画振興部関係の審査報告書の検討

を終わります。

暫時休憩します。

午前１１時５９分休憩

午後 １時００分再開

森副委員長 休憩前に引き続き、委員会を開き

ます。

これより、土木建築部関係の審査に入ります。

執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。

それでは、土木建築部長及び関係課室長の説

明を求めます。

湯地土木建築部長 まず初めに、平成３０年度

決算特別委員会審査報告書で指摘された２点に

対する措置状況について御説明します。

お手元の平成３０年度決算特別委員会審査報

告書に対する措置状況報告書の９ページをお開

きください。まず、（２）収入未済の解消につ

いて、県営住宅使用料の収納状況です。

収入未済額の縮減を図るため、滞納の早い段

階から、きめ細かな納入指導を行うとともに、

即決和解制度を活用するなど、長期滞納の防止

に努めています。

続いて、お手元にお配りしている決算特別委

員会資料の１ページをお開きください。収入未

済の解消に向けて取組を行った結果、資料の下

の表、棒グラフで示している不納欠損額を除く

収入未済額は、過去一番多かった平成１８年度

の１億３,３２２万１千円から、令和元年度に

は３，７７４万５千円と、金額にして約９，５

４８万円、率にして７２％削減することができ

ました。

また、同じ表、丸印の折れ線グラフで示して

いる現年度の収納率は、令和元年度が全国２位

の９９．９８％であり、未収金の発生防止も進

めています。今後とも、収納率の向上と収入未

済額の縮減に努めます。

次に、措置状況報告書１７ページをお開きく

ださい。（３）個別事項の⑦身近な生活道路の

改善についてです。狭い路肩や歩行空間の改善、

防草対策など、地域住民にとって身近な道路に

関する課題を解消するため、平成２１年度に生

活道路改繕事業を新設し、２５年度からは身近

な道改善事業として、取り組んで来ました。こ

れまで地元から寄せられた多くの要望に対して、

計画的に整備に取り組んでおり、令和元年度は

６４か所の整備が完了し、事業開始から１，０

６３か所の整備を行いました。今後も引き続き、

地域住民の要望に対し迅速で的確な対応を図り、

利便性・安全性の向上に努めます。

以上で、措置状況についての説明を終わりま

す。

続いて、令和元年度土木建築部の決算につい

て、総括的な御説明をします。決算特別委員会

資料の２ページをお開きください。まず、１の

一般会計予算総額及び決算額についてです。

一般会計の予算現額ですが、総務費、農林水

産業費、商工費、土木費、災害復旧費及び公債

費を合わせて、太枠にあるとおり、１，３４８

億４，６３１万６千円です。これに対し、支出
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済額の合計が一つ右で、９６４億１，２３５万

８，０１２円です。一番右、不用額の合計は、

１１億２，１８３万５，９８８円です。主なも

のは土木関係災害時緊急対応事業費や災害関係

受託事業で、大規模な災害が発生しなかったこ

とや、設計の見直しによる工事費の減などです。

一つ下の表、翌年度への繰越額ですが、下から

３行目の計の欄を御覧ください。繰越額は９４

９件、３７３億１，２１２万２千円です。主な

理由は、年度末に国の補正予算を受け入れたこ

となどによるものです。その下の２特別会計予

算総額及び決算額については、関係課長から御

説明します。以上で、決算状況についての説明

を終わります。

続いて、令和元年度における主要な施策の成

果について、主な事業を御説明します。

お手元の白い横長の冊子大分県長期総合計画

の実施状況についての５８ページをお開きくだ

さい。 一番上の９番県営都市公園施設整備事

業です。

これは、公園利用者の安全性・快適性の向上

を図るため、施設整備を実施するとともに、公

園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の計画

的な更新を行うものです。事業の成果ですが、

大洲総合運動公園においてテニスコート等の施

設の更新・維持補修を行いました。また、ラグ

ビーワールドカップ日本大会の会場として使用

された、大分スポーツ公園総合競技場のハイブ

リッド芝等の整備を行いました。

次に、８１ページをお開きください。上から

二つ目の６番（単）身近な道改善事業です。

これは、生活道路に関する要望に対して、既

存の道路敷を活用し、歩道や路肩を整備するこ

とで歩行空間の改善を図るものです。事業の成

果ですが、令和元年度末の累計完了箇所数は１，

０６３か所となっています。本事業に対する要

望は依然として多いため、引き続き、そのニー

ズにきめ細かに応えられるよう努めます。

次に、１１８ページをお開きください。上か

ら二つ目の２番河川事業です。

これは、洪水や台風等による浸水被害から人

家や公共施設を守るため、河川流量の確保、河

川環境の整備・保全を行うものです。令和元年

度は、大肥川などでの築堤や護岸の整備、河床

掘削のほか治水ダムの建設等の事業を実施しま

した。事業の成果ですが、令和元年度に対策を

実施した６０か所では、今回の７月豪雨でも大

きな被害は発生しておらず、浸水被害の防止・

軽減が図られました。

次に、１１９ページを御覧ください。上から

三つ目の７番（公）砂防事業調査費です。

これは、土砂災害防止法に基づき警戒区域等

を指定し、危険性の周知や警戒避難体制の整備、

開発行為の制限などのソフト対策を推進するも

ので、令和元年度は、警戒区域等の指定に必要

な基礎調査を４，１４１か所実施しました。事

業の成果ですが、基礎調査については計画通り

１万９，６４０か所の調査が完了し、土砂災害

警戒区域指定率は８９．７％と目標を上回りま

した。引き続き、今年度中の指定率１００％に

向けて手続を進めていきます。

次に、１２０ページをお開きください。一番

下の１２番住宅耐震化総合支援事業です。

これは、昭和５６年以前に建てられた木造住

宅の耐震性の向上を図るため、耐震改修や耐震

診断の費用を助成する市町村へ補助するととも

に、耐震改修を検討する方の相談対応や、広報

・啓発活動を実施するものです。事業の成果で

すが、平成３０年度に耐震診断を実施した１９

５戸のうち、令和元年度に耐震化計画を策定し

た戸数は１５５戸、割合にして７９．５％とな

り、目標を上回ることができました。

次に、１２１ページを御覧ください。一番下

の１５番地域の安心基盤づくりサポート事業で

す。

これは、土木事務所職員自ら、あるいは委託

業者が、河川、砂防、港湾施設等の軽微な修繕、

草刈りや支障木の撤去などを行うものです。ま

た、地域住民が自主的に行う県管理施設の環境

美化や防災活動に対して、必要な資機材を確保

し、その活動を促進しています。事業の成果で

すが、県民からの要請に対する対応率は８８.

１％となっています。今後とも、県民からの多

くの要請に対し早急な対応を心がけ、生活の安
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心感と満足度の向上を図ります。

次に、２２６ページをお開きください。一番

上の９番建設産業構造改善・人材育成支援事業

です。

これは、建設産業の担い手の確保・育成を図

るため、建設業の就労環境改善の取組への支援

や、ネガティブなイメージを払拭する取組等を

推進するもので、令和元年度からは新たに、首

都圏で働く建設業従事者のＵＩＪターンの促進

や、若年技術者の資格取得支援なども実施しま

した。事業の成果ですが、県立高校の土木建築

系学科における県内建設業への就職率は４７．

４％と目標を上回っており、建設業に対するイ

メージの改善が図られ、高校生の建設業への就

職意欲の向上につながったものと考えています。

今後も引き続き、建設産業の就労環境の改善や

生産性向上、魅力の発信などにより、担い手の

確保・育成に努めていきます。

次に、３２０ページを御覧ください。一番下

の４番港湾整備事業です。

これは、フェリー等の船舶の大型化に対応し

た係留施設や、港湾貨物を取り扱う埠頭用地等

の整備を行うもので、令和元年度は、中津港な

ど重要港湾における道路整備や、臼杵港など地

方港湾における岸壁整備などを実施しました。

事業の成果ですが、最大係留可能隻数が４８５

隻になるなど、係留施設の整備を着実に進めて

います。

次に、３２４ページをお開きください。一番

上の１番（公）道路改良事業です。

これは、広域連携を推進するため、おおいた

の道構想２０１５を基本計画として、地域高規

格道路や国道・県道の整備を進めるもので、令

和元年度は、中津日田道路、国道１９７号鶴崎

拡幅などの事業を実施しました。事業の成果で

すが、大分空港道路の４車線延伸事業２．７キ

ロメートルが完了、県道大泊浜徳浦線深江工区

を供用開始するなど、道路整備を着実に進めて

います。

最後に、３２８ページをお開きください。一

番下の２番街路事業です。

これは、都市計画道路において、道路の新設

・拡幅による渋滞対策や、自歩道の整備による

歩行者の安全確保などを進めるもので、令和元

年度は、庄の原佐野線や臼杵市の祇園洲柳原線

などで事業を実施しました。事業の成果ですが、

庄の原佐野線下郡工区での用地取得開始や、祇

園洲柳原線、別府市の富士見通南立石線での本

工事の実施など、着実に進捗を図ることができ

ました。

以上で、主要な施策の成果についての説明を

終わります。

続いて、行政監査の結果について御説明しま

す。

お手元の資料令和元年度行政監査・包括外部

監査の結果の概要の１ページをお開きください。

２監査テーマ及び目的にあるように、令和元

年度は公金収納事務をテーマに行われ、土木建

築部では検討事項１件、改善事項１件がありま

した。

資料の２ページをお開きください。改善・検

討事項の一番上（１）ア河川使用料です。これ

は、河川使用料の徴収手続において、複数年度

にわたる使用許可の場合、少額であっても毎年

度徴収手続を行っていることが、申請者及び職

員の負担を考えると効率的な取扱いとはいえな

い、との御指摘です。この御指摘に対し、使用

者の利便性等も考慮し、従来の徴収方法に加え、

複数年度の使用料を一括して徴収する方式の導

入を検討しています。

次に、資料の３ページを御覧ください。一番

上の（２）ア港湾使用料について御説明します。

これは、土木巡視員等が現地で直接使用料を徴

収する場合において、大分県港湾施設管理条例

施行規則で規定した申請書の提出や許可証の交

付を省略し、領収書のみを交付するなど、不適

正な事務処理が行われていた、との御指摘です。

この御指摘に対して、土木事務所に対し当該規

則に基づく適正な事務処理を徹底するよう指導

を行うとともに、今年度は申請書等の写しを提

出させ、港湾課において確認を行っています。

なお、今後は、利用者の利便性のさらなる向

上を図るため、電子申請手続等についても関係

各課と協議し検討していきます。



- 23 -

続いて、包括外部監査の結果について御説明

します。同じ資料の５ページをお開きください。

３監査テーマ及び監査対象にあるように、県

民利用施設の管理運営に関する財務事務の執行

をテーマに行われ、特に指定管理施設を中心に

監査が実施されています。土木建築部は不備、

改善及び勧奨事項を合わせて１９件、意見を２

件いただきました。このうち不備事項とされた

３件について、順に御説明します。

資料の１８ページをお開きください。一番上、

Ｅ－５の協定書の締結日とその他文書の提出日

との整合性についてですが、本来、協定締結後

に提出する業務計画書が、協定書の締結日前に

提出されていたとの御指摘です。

この御指摘に対し、今期の基本協定からは、

協定締結日と業務計画書提出日との整合が取れ

るよう、協定書で定める業務計画書の提出日を

見直しました。

次に、その下、Ｅ－６の収支計画書（予算

額）のあり方についてですが、人件費の予算額

と決算額に乖離が毎年度生じているにもかかわ

らず、その要因を施設所管課が把握、検討せず

計画を受理していたとの御指摘です。この御指

摘に対し、今年度の業務計画書より、収支計画

書の内容について、その根拠を確認し、実現可

能性のある数値とするよう指導しました。

次に、資料の１９ページを御覧ください。上

から２番目、Ｅ－９の利用人数の報告誤りにつ

いてですが、事業報告書の管理施設の利用状況

及び目標指標の達成状況の利用者数について、

サッカー・ラグビー場の利用者数に誤りがあっ

たとの御指摘です。この御指摘に対し、今年度

からは実地モニタリングにおいて、利用者数の

根拠資料と照合することにより、適切な報告が

行われているかを確認することとしました。御

説明した不備事項に加え、改善事項、勧奨事項、

また、頂戴したその他の御意見についても検討

・改善を行っていきます。

以上で、説明を終わります。引き続き、関係

各課・室長から御説明します。よろしくお願い

します。

渡辺土木建築企画課長 土木建築部一般会計の

歳入決算の主な事項について御説明します。

まず、歳入決算額の予算に対する増減額につ

いてですが、お手元の令和元年度決算附属調書

の２ページをお開きください。左の科目で下か

ら二番目の土木使用料ですが、１，５２８万９，

３８５円の減収です。この主な理由は、水利使

用料の実績が見込みを下回ったことなどによる

ものです。

次に６ページをお開きください。左の科目で

２番目、土木費国庫補助金ですが、１６６億８，

６３４万３，０７８円の減収です。

次に７ページを御覧ください。科目の一番下、

災害復旧費国庫補助金です。表の右の増減理由

のうち、上から三番目、土木災害復旧事業費補

助金ですが、１１億５，６９８万４，２０７円

の減収です。

次に、１４ページをお開きください。左の科

目、土木債ですが、９１億６，７００万円の減

収です。これらの主な理由は、事業の一部を翌

年度に繰り越したことによるものです。

続いて、２４ページをお開きください。収入

未済額について御説明します。左の科目の一番

上、使用料及び手数料のうち土木使用料は、４，

２４５万３，２７１円です。主な理由は、県営

住宅使用料の納入義務者の生活困窮によるもの

です。歳入決算については、以上です。

次に、歳出決算について、別冊の令和元年度

一般会計及び特別会計決算事業別説明書により、

各所属から御説明します。

２４５ページをお開きください。まず最初に、

土木建築企画課関係分について御説明します。

一番目の第８款土木費第１項土木管理費第１

目土木総務費ですが、決算額は９億７，１９４

万５，４７７円です。そのうち事業説明欄、上

から二番目、土木事務所運営費の決算額は１億

２１万７，００８円です。

これは、各土木事務所の非常勤職員の報酬な

どに要した経費です。

同じページの二番目にある第２目建設業指導

監督費の決算額は、４，５６８万８，８３６円

です。主な事業は建設業育成指導費の１千万円

で、建設業者に対する公共工事請負代金債権を
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担保にした融資制度の原資として金融機関に預

託したものです。

次に、２４６ページをお開きください。下段

にある第１２款公債費の決算額は、４億１，５

４５万９，９９７円です。

これは地方道路整備臨時貸付金の償還に係る

公債管理特別会計への繰出金です。

次に、２４７ページを御覧ください。公債管

理特別会計の決算額は、４億１，５４５万９，

９９７円で、さきほど申し上げた、一般会計か

らの繰入金と同額です。

島津建設政策課長 建設政策課関係分について

御説明します。

２４８ページをお開きください。第８款土木

費第１項土木管理費第１目土木総務費の決算額

は、２億４６３万７，８６０円です。

上から４番目の共生のまち整備事業費ですが、

決算額は８千万円です。

これは、高齢者、障がい者など全ての県民が

行動面で障壁がなく自由に行動し、あらゆる分

野の活動に参加することができるように、歩道

等の改良、県有施設のバリアフリー化などに要

した費用です。

その二つ下の安全・安心を支えるインフラ点

検事業費ですが、決算額は２,６０６万１千円

です。

これは、県民の安全・安心を支えるため、損

傷や劣化の進行が早い道路の自然法面や河川の

堤防・樋門、港湾岸壁などのインフラ施設の点

検に要した経費です。

但馬用地対策課長 用地対策課関係分について

御説明します。

２４９ペ－ジをお開き願います。第８款土木

費第１項土木管理費第１目土木総務費の決算額

は、３５０万８，６５６円です。

一つ目の用地取得対策費ですが、決算額は１

２２万４，２５６円です。

これは、過年度に取得した用地の分筆登記等

に要した経費です。

その一つ下の収用委員報酬ですが、決算額は

２０１万６千円です。

これは、収用委員７名に対する報酬です。

その一つ下の、収用委員会費ですが、決算額

は２６万８，４００円です。

これは、収用委員会に係る経費です。

種蔵道路建設課長 道路建設課関係分について

御説明します。

２５０ページをお開きください。第１項土木

管理費第１目土木総務費は、決算額１３０万円

です。

これは、高速自動車道建設促進事業費で、東

九州自動車道の建設促進のための協議会及び期

成会への負担金です。

次に第２項道路橋梁費第１目道路橋梁総務費

は、決算額９，８５７万８，５００円です。

これは、道路橋梁調査費で、補助事業採択に

向けた事前調査や道路台帳補正等に要した経費

です。

２５１ページをお開きください。第３目道路

新設改良費は、決算額２０９億８，４２４万６，

８２３円です。

これは、道路の新設又は改良に係る経費です。

例えば、一番下の国直轄道路事業負担金ですが、

決算額は２９億１，３７１万８千円で、国が管

理する一般国道の改築事業等に係る負担金です。

藤崎道路保全課長 道路保全課関係分について

御説明します。

２５２ページをお開きください。第１目道路

橋梁総務費は、決算額２億７，９５７万５，４

８６円です。

次に、第２目道路維持費は、決算額２３１億

２，１６２万４５０円です。

上から２番目の道路維持修繕費２０億２，０

２９万３，８５９円ですが、これは、県が管理

する国道及び県道を常時良好な状態に保つため、

道路パトロールを実施し、道路の応急維持補修

と環境整備、道路の草刈り等の維持管理に要し

た経費です。

次に、２５４ページをお開き願います。第３

目道路新設改良費は、決算額４５億１，３１７

万４，５０８円です。

次に、第５目橋梁新設改良費ですが、決算額

１億６，３５６万２５０円です。

五ノ谷河川課長 河川課関係分について御説明
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します。

２５５ページをお開きください。第２款総務

費第２項企画費第２目企画調査費で、決算額は

６，２７５万１，６８８円です。

次に、その下第８款土木費第３項河川海岸費

第１目河川総務費で、決算額は４億４，７３３

万２，１９０円です。

次に、２５７ページをお開きください。第２

目河川改良費で、決算額は１６９億８，２２９

万７，２１５円です。

次の２５８ページの下から４番目国直轄河川

事業負担金ですが、決算額は２１億８，８６９

万１，２１５円です。

これは、大分川、大野川など国が管理してい

る区間における、河川改修事業及びダム事業等

に対する県の負担金です。

次に、２５９ページをお開きください。第３

目海岸保全費ですが、決算額は２億３，７４５

万７千円です。第４目水防費ですが、決算額は

５２１万９，６９６円です。

次に、２６０ページをお開きください。第１

１款災害復旧費第２項土木施設災害復旧費第１

目土木災害復旧費で、決算額は５０億３，２１

８万９，６８９円です。

これは、平成２９年の九州北部豪雨や台風第

１８号等で被災した公共土木施設の災害復旧事

業等に要した経費です。

中村港湾課長 港湾課関係分について御説明し

ます。

２６１ページをお開きください。第２款総務

費第２項企画費第６目交通対策費ですが、決算

額は５，２５１万３，６６０円です。

これは、九州の東の玄関口にふさわしい港湾

施設の整備による人流・物流拠点の強化に向け

た調査検討に要した経費です。

２６２ページをお開きください。第８款土木

費第３項河川海岸費第３目海岸保全費ですが、

決算額は１５億５５１万１，６５７円です。

これは、海岸保全施設の整備等に要した経費

です。

２６３ページをお開きください。第４項港湾

費第１目港湾管理費ですが、決算額は２億６，

３１２万５，０６０円です。

これは、港湾施設の維持管理等に要した経費

です。

その下、第２目港湾建設費ですが、決算額は

１９億９，３８０万３，３８８円です。

これは、港湾の整備等に要した経費です。

次に、２６４ページをお開きください。第３

目空港建設対策費ですが、決算額は３億５，８

９９万４，９２８円です。

これは、大分空港の整備に係る負担金などで

す。

次に、港湾課所管の特別会計について御説明

します。まず、歳入決算額の予算に対する増減

額などについて、令和元年度決算附属調書によ

り御説明します。

決算附属調書の５０ページをお開きください。

金額欄下から２番目の４億５，４００万円の減

収は、港湾施設整備事業特別会計の県債ですが、

事業の一部を令和２年度に繰り越したことによ

るものです。

次に、収入未済額ですが、５４ページをお開

きください。金額欄上から３番目の港湾施設整

備事業特別会計の使用料及び手数料で、６７４

万１，７１０円の未収となっています。

これは、納入義務者の経営不振等によるもの

です。今後とも、分納計画の着実な実行の確保

など、徴収に努力していきます。

続いて、歳出関係について、決算事業別説明

書により御説明します。

決算事業別説明書の２６５ページをお開きく

ださい。臨海工業地帯建設事業特別会計です。

第１款大分臨海工業地帯建設事業費の第１項

第１目土地造成費ですが、決算額は４億９,８

３２万９，２４７円です。

これは、６号地の造成及び県債の償還金等に

要した経費です。

次に、２６６ページを御覧ください。港湾施

設整備事業特別会計です。第１款第１項港湾施

設整備事業費の第１目港湾施設管理費ですが、

決算額は１２億１，４９１万１，１９１円です。

これは、県債の償還金及び上屋や野積場など

港湾施設の維持管理等に要した経費です。
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第２目港湾施設建設費ですが、決算額は９億

７，８７５万円です。

これは、埠頭用地の造成などに要した経費で

す。

中山砂防課長 砂防課関係分について、御説明

します。２６７ページをお開きください。第８

款土木費第３項河川海岸費第５目砂防費は、決

算額１０２億５５１万５，７３９円です。上か

ら４番目の砂防調査費ですが、決算額は２，１

９２万１千円です。

これは、次年度の補助事業新規箇所の採択に

必要な調査及び図面の作成等に要した経費です。

次に、２６８ページを御覧ください。上から

６番目の砂防施設緊急改築事業費ですが、決算

額は２億２，７８３万９千円です。

これは、砂防施設の土砂災害防止機能を確保

するため、老朽化した既存施設の改築・補強等

に要した経費です。

岡本都市・まちづくり推進課長 都市・まちづ

くり推進課関係分について御説明します。

２７０ページをお開き願います。第２款総務

費第２項企画費第５目土地対策費で、決算額は

２，８３３万７，３４８円です。

これは、国土利用計画法に基づく適正な土地

利用の促進や指導、地価調査等に要した経費で

す。

その下、第７款商工費第３項観光費第２目観

光開発費で、決算額は１，１５５万４，５４３

円です。観光開発費の一番上、魅力ある景観づ

くり推進事業費ですが、決算額は１，１２７万

８，８４３円です。

これは、展望台等からの眺望を阻害する樹木

の伐採等に要した経費です。

次の２７１ページ、第８款土木費第５項都市

計画費第１目都市計画総務費で、決算額は９，

４８８万９，６３３円です。都市計画総務費の

上から４段目都市政策推進費ですが、決算額は

６，６３１万７，９８０円です。

これは、都市計画区域マスタープランの改訂

や、県都大分市の交通円滑化に関する検討に要

した経費です。

次の２７２ページ、第３目街路事業費の決算

額は２２億６９２万３，６４０円です。

これは、庄の原佐野線（元町・下郡工区）を

はじめとする街路整備に要した経費です。

岸元公園・生活排水課長 公園・生活排水課関

係分について御説明します。

２７４ページをお開きください。第８款土木

費第５項都市計画費第４目都市環境整備費です

が、決算額は１６億３，４６７万３，９７４円

です。上から２番目の公園維持管理費ですが、

決算額は１億３，１３７万円８，５００円です。

これは、大洲総合運動公園及びハーモニーパ

ークの管理業務を、指定管理者へ委託した経費

です。

上から３番目大分スポーツ公園等管理運営事

業費ですが、決算額は５億１，４９３万７，８

８２円です。

これは、大分スポーツ公園及び高尾山自然公

園の管理業務を指定管理者へ委託した経費です。

樋口建築住宅課長 建築住宅課関係分について

御説明します。

決算事業別説明書の２７５ページをお開き願

います。第１項土木管理費の第３目建築指導費

ですが、決算額は６１６万９，８０４円です。

そのうち上段の建築基準法等施行事務費の決算

額は４１６万８，５８８円です。

これは、建築基準法による指導監督、許認可

に関する経費や建築審査会の開催等に要した経

費です。

大野公営住宅室長 公営住宅室関係分について

御説明します。

決算事業別説明書は同じく２７５ページです。

第６項住宅費の第１目住宅管理費の決算額８億

２，３３２万１，２４５円のうち、次の２７６

ページの上から４番目、県営住宅等管理対策事

業費の決算額は５億７，８９４万７，４８５円

です。

これは、管理代行者である大分県住宅供給公

社への管理委託経費や県営住宅の計画修繕など

に要した経費です。

中園施設整備課長 施設整備課関係分について

御説明します。

決算事業別説明書の２７８ページをお開きく
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ださい。第１項土木管理費第４目営繕費ですが、

決算額は３１億８，２３４万４，３１２円です。

事業別には、一番上の県有建築物防災対策推進

事業費ですが、決算額は２億４，６４９万６，

９３０円です。

これは県有建築物の耐震補強に加え、建築設

備の防災対策強化や既存吊り天井の耐震化を計

画的に行うものです。元年度に実施した主な内

容としては、歴史博物館や総合体育館の吊り天

井の耐震化工事です。

森副委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し簡潔・明瞭に答弁願います。

事前通告が５名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。

猿渡委員 まず、事業説明書２７６ページ、県

営住宅等管理対策事業費の関係です。

私、昨年７月の予算特別委員会で県営住宅の

空室が多いのになぜ入れないのかという声を受

け質問しました。そのとき、扇山第２住宅の場

合、３０戸中９戸の空室があるとの答弁があり、

単身世帯の場合、原則６０歳以上となっている

が、入居要件を緩和して対象を広げるべきだと、

今、公営住宅のニーズが高まっている中、多く

の方が入れるようにすべきだと質問しました。

その際、新婚や子育て層など若い世代の方た

ちも入居できるよう整備し、入居率向上を第一

に考えているという趣旨の答弁がありました。

その後、ニーズに合った整備や入居率が改善さ

れているか教えてください。

もう１点は、事業説明書２７８ページ、庁舎

営繕費の関係です。

共生の街整備にも関わるかと思います。車椅

子利用の方などが雨天の中来庁され、駐車場で

濡れてしまうケースが、乗車、降車の際、また

庁舎に入る際に福祉関係部署のある別館でも見

受けられます。改善すべきと思います。先日、

用度管財課の審査時にも同じような質問をし、

協議するとの答弁があったので、話があってい

るかもしれませんが、状況を見たら立派な屋根

付きの駐車場があり、その先に階段が若干あり

ますが、そこにスロープを付けさえすれば、取

りあえず雨に濡れずに障がい者の方が利用でき

るかと思います。御自身で運転され、車椅子を

自分で降ろして乗り換える方もいるので、少な

くとも、別館については早急な改善が必要だし、

ほかの県有施設についてもそういう取組は必要

と思いますが、いかがでしょうか。

大野公営住宅室長 県営住宅関係の御質問につ

いてお答えします。

まず、扇山第２住宅について、今年９月末の

時点で空き住戸が１Ａ－１で９戸、また２Ａ－

２で７戸と、２Ａ－２は、空き住戸は４戸増え

た状態です。これについては、今年度、扇山第

２住宅で時代のニーズに合わせた住戸改善とし、

給湯器設置工事を行うよう予定しているため、

工事完了までの間、入居の募集を控えているこ

とが要因と考えます。

なお、昨年度、子育て世帯向けに対面キッチ

ンやフローリング化などの改善工事を行った敷

戸住宅の５戸は全て入居済みとなっており、今

後さらに１５戸の整備も予定しています。

また、平成９年度から取り組んでいる手すり

設置や浴槽のまたぎなどを抑えるなど高齢者向

けの改善工事も着実に進め、住環境の改善を進

めていき、県民の皆さまに住みやすく利用しや

すい県営住宅とすることで入居率向上を図りた

いと考えています。

中園施設整備課長 県庁舎の車椅子駐車場など

の改善は、現在、庁舎管理者から当課に相談を

受けている状況です。今後、その検討の中で必

要な技術的支援を行いたいと考えています。

猿渡委員 敷戸住宅は子育て世帯向けの対応を

して入居しているということなので、そういう

ニーズに合った対応を進めていただくよう今後

もお願いします。

あわせて、コロナ禍で県営住宅への入居を可

能とする取組をしていますが、これまで大分市

内に１０戸でしたが、７７戸を整備中だと常任

委員会で説明されました。その際の入居の基準

について、県のホームページを見ると、退去を

求められたことが確認できる証明書等が必要、
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解雇予告通知、退職証明書、離職票のコピー等

が必要となっています。

そこまでいかなくても、離職はしていないが

収入が減って大変だとか、退去を求められてい

ないが今の住宅の家賃を払うのが厳しいとかい

う状況もあるかと思います。空いている住宅は

たくさんあるから、今こそ公営住宅の役割を果

たすべきときだと思います。この条件を緩和し、

収入が減って困っている、今の家賃を払うのに

苦労している人たちが入居できるようにすべき

と思いますが、いかがでしょうか。

県庁舎もよく協議いただき、総務部等も関係

してくると思うので、対応いただきたいと思い

ます。いかがでしょうか。

大野公営住宅室長 まず、新型コロナの関係の

県営住宅受入れについての御質問ですが、言わ

れるとおり、今、県営住宅にコロナ関係の離職

者を受け入れる場合、失職、退職を条件にして

います。これは１０年前のリーマンショックの

ときに作られた制度を基本的にはそのまま使っ

ています。

もう１点が、住居確保給付金、要するに住宅

費の助成制度は土木建築部の所管ではないです

が、こちらは給付条件として離職までは求めて

いないと聞いています。

当面、コロナ関係の離職者を受け入れる住宅

の整備を進めながら、県下の状況をよく注視し、

条件緩和の必要があると判断できる状況になれ

ば、今、御指摘の点は検討していきたいと考え

ています。

中園施設整備課長 いろいろな関係課もあり、

その中で引き続き土木建築部としては技術的な

ところをサポートしていきたいと考えています。

猿渡委員 家賃の補助については、貯金の問題

等もあり、大変必要かと思います。よろしくお

願いします。

清田委員 事業別説明書の２５３ページです。

（公）交通安全事業費が予算額として約５３億

５千万円、決算額として約３３億３千万円とあ

ります。道路の安全施設の整備維持補修等の事

業費ですが、この予算額に対し、繰越しが２０

億円を少し超しています。若干予算額に対して

繰越しが、工事内容等を勘案しても多いような

気がするので、その理由をお聞かせください。

藤崎道路保全課長 （公）交通安全事業では主

に児童の通学路における安全対策として、歩道

や自転車歩行者道の整備に取り組んでいます。

事業の実施にあたり、車道の改良済み区間に

沿って歩道を設置する場合が多く、建ち並ぶ民

家の庭先や駐車場など、歩道の幅のみを用地取

得するため、交渉が難航するケースもあります。

昨年度の繰越理由でも用地取得補償処理の困

難が大半を占めており、価格や相続、代替地の

要求など、交渉に不測の時間を要しています。

これに伴い、工事発注自体も遅れ、繰越しとな

った箇所もあります。

加えて、工事発注後に交通量の多い所では、

煩雑な交通規制、また、夜間工事などを要する

などの制約条件も多く、現場施工が困難でやむ

を得ず繰り越した箇所もあります。

さらに、昨年度末に未就学児等の移動経路の

緊急安全点検で危険と判断された箇所の対策を

講じるため、補正予算を受け入れたことも一つ

の要因です。

清田委員 通学路等の工事で用地等々あるとい

うことで、標識やセンターラインとかだけとい

う認識があったのですみません。

それと、最後に要望です。地域の方とよく要

望に行きますが、横断歩道は警察の所管、その

周辺の道路標識やセンターラインは土木事務所

の所管になろうかと思います。どうしても２か

所に要望に行くようなことがあったり、一般の

方が全部警察と思っている中、行けば対応いた

だけますが、警察と出先の各土木事務所と連携

を密にしていただき、できれば、どちらに行っ

ても要望箇所がうまくつながっていくような、

道路の安全施設という点で連携をさらに深めて

いただければと思います。これは要望で結構で

す。

木田委員 事業別説明書２６１ページの東九州

海上物流拠点推進事業費に関係し、海上物流拠

点の大在コンテナターミナルについてお尋ねし

ます。

今般の新型コロナの影響で、中国への輸送貨
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物がストップするとかも聞きますが、貨物取扱

量に新型コロナでどのような影響変化が表れて

いるか、外貿、内貿貨物についてその影響面を

教えてください。

そして、そういった影響に対し、何か県とし

て対応したことがあるか。船会社や荷主企業に

対し、何がしかの対応をしたのか、お聞かせく

ださい。

また、ポートセールス活動は昨年度ストップ

したのか、また、今年度はどういう状況か教え

てください。

中村港湾課長 まず１点目の新型コロナの影響

で貨物取扱量にどのような変化が表れたかお答

えします。

まず、外貿コンテナ貨物は、経済活動の停滞

などに伴い、４月から６月までの３か月の平均

で対前年比７％の減少でしたが、７月から９月

の３か月平均では対前年比プラス３％増となっ

ており、コロナの影響は落ち着いてきたと思っ

ています。

内貿コンテナ貨物は、４月から６月までの３

か月平均で対前年比４５％の減少で、７月から

９月までの３か月平均では２０％の減少と回復

途上にあります。

２点目のこれらの影響に対し、県として何か

対応したことがあるかという点についてです。

県では、九州の東の玄関口の拠点化戦略を進

めるため、定期航路の維持が重要と考えていま

す。そのため、コロナ禍の影響を受け、売上げ

が大幅に減少したフェリーや貨物船など、定期

航路事業者を対象に港湾施設使用料の減免を実

施しています。

減免の内容は、事業者ごとの各月の売上げが

対前年比で５０％以上の減少なら、使用料を全

額免除し、３０％以上５０％未満の場合は２分

の１を免除することにしています。

最後に、セールスの活動についてです。

セールスは、新規貨物の獲得に向け、感染が

落ち着いてきた６月から船社等と連携し、県内

企業を中心に大在コンテナターミナルの利用促

進を働きかけており、今後は新型コロナウイル

スの影響を見極めながら、県外企業への訪問、

また、利用促進セミナーの開催にも取り組んで

いきます。

木田委員 元年度決算の審議でしたので、１月、

２月、３月がどういった状況だったか、中国、

台湾もかなりリアクションが早かったような感

じですが、元年度の１月から３月の状況が分か

れば教えてください。

それと、今聞くと内貿がかなり影響を受けて

いるということですが、その主な要因を教えて

ください。

中村港湾課長 まず１点目の１月から３月の貨

物の動きです。外貿の貨物は１月から３月、対

前年比で平均すると約３％の増でした。

一方、内貿貨物は約１０％前年より減少して

いる状況で、これは関係者に聞き取りをしたと

ころ、消費税増税に伴って国内の荷物の動きが

少し停滞していたためと聞いています。

外貿は中国、また東南アジアの経済活動がか

なり回復し、特に本県から中国向けの輸出が増

加しており、自動車工場の再開や、紙製品や原

材料とかの輸出が増えています。

一方、内貿貨物は、中国ほど経済活動が戻っ

ている状況ではなく、聞くところでは、特に大

きいイベントが開催されないこともあり、イベ

ントに伴って出す飲料、酒とかビール、ジュー

スなどの動きがかなり落ちている状況です。自

動車の工場も一部再開はありますが、さほど中

国とかに比べ大きく改善している状況ではない

ようで、こうしたことが原因ではないかと考え

ています。

木田委員 詳しい説明ありがとうございました。

内貿の原因については大変心配ですが、これか

らまだまだコロナの回復が見通せず、かなり長

期化が心配されます。港湾計画の見直しもあり、

大在公共埠頭は大きく変えていくので、ぜひ港

湾はもちろん、商工観光労働部との連携も含め、

協同して今後の港湾活発化というか、物流活発

化に向け、努力いただきたいと思います。

浦野委員 事業別説明書の２７５ページ、子育

て・高齢者世帯住環境整備事業費について質問

します。

長期総合計画の１１ページに掲載されている
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事務事業評価、この事業は目標値も前年実績も

超える補助件数を実現できていますが、事業の

ＰＲにおいて、特に工夫した点があれば教えて

ください。

樋口建築住宅課長 広報については、利用者に

対する聞き取り等により手段を検証してきまし

た。これまで実施してきた広報手段の中で効果

の高かった市町村報やホームページ、また、施

工者向けの説明会を引き続き実施するとともに、

新聞への掲載などの回数も増やしました。これ

に加え、元年度は新たにテレビやラジオの放送

も使い、広く情報が行き届くよう実施しました。

また、木造住宅耐震化の啓発を目的とした耐

震キャラバンを行っていて、この中でも、リフ

ォームに関する相談会やリーフレットの配布を

実施し、耐震診断と耐震改修の一体的な広報に

努めてきました。今後も利用者の声を聞きなが

ら効果的な事業ＰＲを行っていきます。

なお、より使いやすい制度とするため、令和

２年度からはメニューの一つである３世代同居

型支援の要件の緩和等も行っています。

浦野委員 広報において工夫された点、分かり

ました。高齢者向けとか子育て世代向けの支援

策は、国、県、市町村の制度がそれぞれあり、

本当は利用できる環境にあるのに知らなかった

ということもあり得ると思います。これからも、

今回のＰＲでよかった部分をさらに伸ばし、ま

た、福祉関連の部署との連携も大事と思うので、

必要としている人にきちんと届くような広報を

お願いします。

平岩委員 事業別説明書２５２ページ、道路維

持修繕費です。県が管理している道路の草刈り

を外部委託している所が多いと思いますが、そ

の割合がどのくらいか。

それから、地域住民の方がボランティアでい

ろいろ支援している所もあると思いますが、そ

の割合がどのくらいか。

そして、地域の方たちの協力に対する理解と

協力の呼びかけはどうやっているか、その実態

はどうか教えてください。

藤崎道路保全課長 ２点御質問いただきました。

１点目の草刈りの業務委託について、基本的

には県が管理する道路全てを対象として委託し

ており、その委託費は約９億５千万円で、道路

維持修繕費に対する割合は４６．８％です。

２点目のボランティアによる道路の草刈りは、

事業別説明書の２５３ページに記載しているク

リーンロード支援事業費により実施しており、

この事業では草刈りや花植えを行っています。

このうち草刈りに要する費用が約１，４００万

円、割合としては８７．４％で、昨年度は１３

２団体が参加し、その大半が継続して活動して

いただいています。

また、当事業の住民への周知ですが、県庁の

ホームページやラジオ放送、さらには市町村の

広報誌にも掲載していただき、住民に周知して

います。

平岩委員 私の認識が間違っていたのかなと、

今聞きながら思いましたが、県の土木に関する

要望で一番多いのがやはり草刈りなんですよね。

住民は自分の前の道路が市道なのか県道なのか

もよく分からない方もたくさんおられ、県道だ

ったら写真を撮って土木事務所に行って話しま

すが、そこの後の解決が非常に難しいと正直思

っています。

さきほど、県道に関してはほとんど外注して

いるとのことでしたが、必ずしもその願いがか

なっていない所もあるかなと思いながら私は今

聞いていましたが、県道に関する部分は全部、

外注でやっていると捉えていいでしょうか。

藤崎道路保全課長 県道だけでなく、県が管理

する国道も対象に、県が外部委託をしています。

場合により職員が行って少しなら刈ったりして

いるので、ぜひ事務所に相談していただければ

と思います。

平岩委員 ２回質問したので、要望として伝え

ますが、ある方が目の前の道路を、今まで自分

たちで管理していたが、もう高齢になり周りも

アパートばかりでなかなかうまくいかなくなっ

たので、土木事務所に電話したら、今年の予算

を使い切ったから、また来年電話してください

と言われたり、次の年に電話すると、自治会を

通してくださいと言われたり、いや、そこは市

道ですからと言われたり、もちろん正しいこと
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を言われていますが、ああ、冷たいなと思って

がっかりしてしまうと多々聞きます。住民がし

っかり理解できていないこともあるだろうし、

予算がどんどん厳しくなっているのも御存じな

いと思うので、私たちもそのことは伝えますが、

いずれにしても、みんなが納得して進んでいけ

るよう、少なくとも快適に暮らすために自分た

ちも協力しようと思う気持ちを醸成していかな

ければ、毎年毎年このことを思ってしまうなと

思うので、ぜひ話合いをしながら、よい方向に

行けるよう、お互い努力していきたいと思うの

で、よろしくお願いします。

森副委員長 それでは、ほかに事前通告されて

いない委員で質疑はありませんか。

河野委員 ２点伺います。

まず、事業別説明書２５７ページの（公）河

川緊急情報基盤整備事業費について伺います。

水位計の更新と洪水避難情報システムの改修

を実施したとありますが、今回の７月豪雨でも、

天ヶ瀬の玖珠川は水位計が破損というか、機能

しておらず、実際どのくらいの最高水位まで上

がったのかという情報がないことが今後の河川

改修計画そのものの大きなネックになっている

との説明を現地で受けました。こういったこと

があるのか。

また、今回の水害で分かったとおり、中小河

川から本川への流入が阻害され、バックウォー

ター、内水氾濫がいろんな所で起こっている。

今後の水害の発生頻度の増加、また、水害その

ものの規模の拡大を考えたとき、洪水避難情報

システムは、これに対応したものになっている

のか伺いたい。

２点目は、２６３ページの港湾管理費につい

て、最近温暖化の関係で特定外来生物の流入、

特にコンテナ等を経由した形での上陸流入があ

りますが、コンテナヤードとかの外来生物の流

入に関するチェックがこの中に含まれているの

か。また、これは防疫当局がやるべき内容で、

そういったところが対応するものになっている

かをお聞かせください。

五ノ谷河川課長 さきほどの水位の関係の情報

システムの予算は、基本的には老朽化した水位

計とか、カメラ関係、システムを多重化したり

更新するといった費用です。

天ヶ瀬で水位計が流され、水位が測られなか

ったことが改修計画のネックになっているので

はないかという話でしたが、基本的には筑後川

の合流点などで流量を測っており、今、国の機

関である筑後川河川事務所と被災流量の計算だ

ったり、全体的にどういう計画を立てていこう

かという検討をしています。ネックになってい

るわけではないと認識しています。

もう１点、バックウォーターの件も、例えば、

筑後川で言うと日田市の北友田の低い所の県管

理河川でバックウォーターの現象が起こってお

り、そういったところも含め、今後も河川改修

を県と国一体となってやっていくよう考えてい

ます。

７月豪雨の被災の状況を、こういったシステ

ムでカバーできるかと御心配される点ですが、

水位計は今、１か所を除き全て復旧しています。

また、監視カメラも３か所飛びましたが、全て

復旧しており、まず、県の河川、県だけではな

く、国も含め、自宅にいながらパソコン上で見

ることができるよう、監視できるようなシステ

ムはしっかり構築していきます。

あわせて、降雨量とか河川の水位の状況も迅

速に周知できるような情報のネットワークも構

築し、今後も災害に備えていきたいと思います。

中村港湾課長 外来生物等の対応についてお答

えします。

平成２９年にもヒアリの発生が大きく取り上

げられましたが、特に外貿を扱うコンテナを中

心にその危機がありました。その当時から、港

湾管理者として、防疫の関係、特に環境省と連

携し、ヒアリの捕捉をする網を仕掛けたりして

います。

この港湾管理費にヒアリとかの対応の予算が

入っているかどうか、今すぐお答えできません

が、既存の予算の枠組みの中でそうした対応は

しっかりやってきているので、引き続き対応に

努めていきたいと思います。

河野委員 まず水害対策についてですが、さき

ほども課長が答弁されたとおり、水位計、監視
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カメラが飛んでいるという現実があり、実際、

避難に結び付けるという、防災上の観点から役

に立たなかったという部分をどうするかが大事

かと思います。その意味で、やはり単に壊れた

ものを付け替えるのではなく、一定程度の強度

を持った、ここまで水位が上がっても一定程度

大丈夫だと言える、しっかりとした強度を持つ

ものにぜひ替えていただきたいと要望しておき

ます。

また、特定外来生物等の流入阻止の問題につ

いては、これは継続的な取組が必要なので、ぜ

ひ予算として明確化した形で項目立てをした方

がいいかと思います。これも要望です。

三浦委員 事業別説明書の２７８ページです。

施設整備の関係で、一番下にある県有建築物

保全事業費、ここに書いてあるように中長期保

存計画や管理指針に基づき、長期にわたって既

存施設が活用されるよう取り組まれていると思

います。当然、県内の県有建築物でニーズは非

常に高いと思います。昨年度、要望件数に対し、

事業化され、整備された件数が分かれば教えて

ください。

中園施設整備課長 県有建築物保全事業につい

ては、平成３０年度まで土木建築部で実施して

きていますが、県有建築物とか道路等のインフ

ラ設備も含めた総合的な管理を行うという観点

から、令和元年度から総務部で事業計画の立案

等を行っており、お尋ねの要望箇所に対し、い

くら実施できたかは今、資料を持ち合わせてい

ないので、また後ほどお持ちします。

三浦委員 多分もう施設整備課にも話がいって

いるかと思いますが、中にはかなり雨漏りがひ

どいとかがあり、しっかり優先順位をお願いし

ます。総務部ということでしたが、私も総務部

にしっかり伝えたいと思います。

尾島委員 事業別説明書２４６ページに建設産

業構造改善・人材育成支援事業費が計上されて

おり、主要な施策の成果では２２６ページにそ

の概要が書かれています。

ここで高校生向けの工事現場等の体験学習会

の実施がありますが、事業の成果で書かれてい

るように、やはり建設業のイメージアップ、そ

ういった取組の一端ではなかろうかと思います。

質問ですが、工事現場等の体験学習ですから、

単なる現場見学ではなく、具体的にメニューが

組まれたのではないかと思うので、多分、土木

系の高校生が対象でしょうが、対象になった生

徒、また、どういった現場で、どういった作業

を経験されたか。そして、ここに満足度や就職

率が書かれていますが、その満足度がどうであ

ったか、その辺をお聞かせください。

渡辺土木建築企画課長 高校生向けの現場体験

学習は、令和元年度は４校５学科で各１回ずつ

行っています。

建築系の現場は、例えば、日田の草野本家の

保存改修や別府市のマンションの建設現場等に

行き、実際に現場を見て話を聞いたようです。

土木系は、トンネルの建設現場や、県で造っ

ている玉来ダム、今ちょうど最盛期で本体工事

をやっている現場に行き、現場の技術者の話を

聞きながら、実際に建築物なり構造物なりを見

たということで、さすがに現場で具体的な作業

までしたかどうかは聞いていませんが、そこま

でいかなくても、やはり現地を見て、そこで働

いている方の話を聞き、その雰囲気を感じるこ

とにより、かなりの生徒が建設現場、建築現場

に魅力を感じたと聞いています。

９５％余りの方が満足度もあり、６０数％は

建築現場や土木の現場に対するイメージが向上

したと回答し、かつ、県内への就職も僅かずつ

ですが上がっているので、引き続きこういう活

動を通じ、高校生に対し土木建築現場の魅力を

アピールしていきたいと考えています。

尾島委員 単なる見学の延長ぐらいな感じです

よね。現場を体験してもらうというか、学習し

てもらうことになれば、例えば玉来ダムなら、

中に少し入り、実際危ないところは避けて、せ

めてコンクリートの匂いのするところで、肌で

感じてもらうことも大変大切かと思います。

そして、少し心配したのは、工事現場に入る

となると、安全教育が一番ですね。服装はもち

ろん、ヘルメット、安全靴、高所に上がれば当

然安全ベルトがいりますから、そういった装備

に加え、やはり安全に対する正しい知識を持っ
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て現場に出ることが必要でしょう。そういった

ことがどうなのかと思いましたが、今の見学で

も十分に成果は上がっているとのことなので、

今後とも引き続き御尽力いただきたいと思いま

す。

直接関係ないですが、建設業に従事すると、

資格の問題が出てくると思います。例えば、建

設業法で現場代理人とか主任技術者とかに必要

な資格として施工管理技士があげられます。技

術士補は直接的に測量しませんが、当然、検査

のための寸法とか測るので、測量の資格や、近

年、鋼構造物が増えており、溶接施工管理技士

とか、ＮＤＩＳ――非破壊検査の資格、ＲＴと

かＭＴとかあるが、こういった資格を取らせる

というか、今まで県の事業を見ていると、こう

いった人材育成のための助成制度や、業界でま

とまった講習会を開き、少しでも技術者のレベ

ルを上げようという取組がなかったような気が

するので、それぞれの企業や業界からこういう

要望はないか。また、県として過去にこういう

取組をやったことがあるかお聞かせください。

渡辺土木建築企画課長 まず、現在ある制度は

職員が資格取得した際、その資格を取得するこ

とにより、例えば給与が上がるとか、そういう

形で職員に還元するような制度を作った場合、

その分についての助成をする制度はありますが、

個人が資格を取ることに対し、どういう形で補

助していくかということなので、その補助制度

の組立てについては何かと工夫が必要なところ

はあります。

それから、資格の要望については特に聞いて

いませんが、ただ、研修とかそういう形で要望

があれば、我々も技術者を養成することは一生

懸命やっていきたいと思っており、精一杯取り

組んでいきます。

森副委員長 そのほか委員の皆さまからありま

せんか。

鴛海委員 １点だけ道路改善についてお聞きし

ます。資料は長期総合計画の実施状況、主要な

施策の成果についての３２４ページ、（公）道

路改良事業についてです。

もちろん、東九州自動車道とか、中九州横断

道路、そういう道路の整備については非常に重

要であると認識しているが、それだけでなく、

それとあわせ、高速道路等を補完するような循

環型の道路の整備も必要じゃないかと思います。

そういう中で、この成果の中では中津日田道

路とか、国道１９７号などが記されていますが、

県として、国道とか県道の整備について今後ど

のように取り組まれていくか、お聞かせくださ

い。

種蔵道路建設課長 国道、県道については、国

民や県民の広域的な移動を支えていますが、高

速道路や地域高規格道路のインターチェンジ周

辺のみに生産や生活の拠点があるわけではなく、

インターチェンジと各地域の中心部や主要な駅

や港湾、空港などの拠点を結ぶ道路、また半島

振興等に寄与する道路も重要だと考えます。

３２４ページの（公）道路改良事業では、お

おいたの道構想や豊ちゃく２０２０を踏まえ、

三重新殿線とか響峠バイパス、また佐田山香線、

あるいは香ヶ地真玉バイパスなど、多くの事業

を実施しており、また、資料の１１８ページの

道路防災事業、１２０ページの道路施設補修事

業や３２８ページにある生活の安全・安心を高

めるための道路や市内中心部の道路、さらには、

こちらの資料にはないですが、国や各市町村が

行う事業と役割分担をしながら連携し、県内の

道路ネットワークの整備を着実に進めていきた

いと考えています。

鴛海委員 こういう質問をしたのは、私どもの

ところは田舎で、高速道路とか高規格道路がな

い中で、国道、県道の整備が非常に重要視され

ます。身近な道路の整備事業もありますが、あ

わせて国道、県道の整備をぜひお願いしたいと

思います。よろしくお願いします。

森副委員長 事前通告が１名の委員外議員から

出されていますので、事前通告のあった委員外

議員の質疑を行います。

堤委員外議員 説明書２６７ページ、砂防関係

です。私はいつも確認しますが、つるさき陽光

台の関係。昨年も大分市がパトロールし、側溝

の掃除等を行っていますが、今年は台風第１０

号の影響で強風が吹き、非常に怖い思いをされ



- 34 -

ている話を聞きました。崖が崩落すれば、かな

り人的被害も出るという状況です。

昨年は大分市と県で協議しながらパトロール

するとか、自治会とも話すという話をされてい

ましたが、昨年度の進捗状況はどうなのか、大

分市と共同した今後の対策に対する取組が分か

ればお話しください。

それと、この地域は土砂災害計画区域と指定

されていますが、危険ですよとお知らせするだ

けでは人命は守れないと思うので、どういう対

応をされるか。

２７５ページの住宅管理費ですが、県営住宅

の側溝の掃除は通常、住民が基本的にしますが、

古い県営住宅だと側溝にコンクリートで蓋をし

ていますね。あれは簡単には取れないので、先

日は側溝掃除を県がしましたが、結局、住民が

掃除できない部分は基本的には公社なり県が掃

除していくと制度的にしておかないといけない

かと思います。当然これからもそういう難しい

ところは、住民から要望があれば、掃除等が可

能かを再度確認しておきます。

中山砂防課長 陽光台についてお答えします。

昨年度は管理業者による側溝清掃等が行われ

たことを確認しています。今年度も現地確認や

地元との話合いの場を持ち、法面に大きな変状

がないことは確認しており、大分市とも協議し、

２週間に一度の定期パトロール、管理会社への

指導等をお願いしました。

管理会社も地域住民とは常に情報交換をして

いるようですが、本格的な対策は予算面から厳

しい状況です。今後も引き続き現地の状況を注

視していきます。

また、土砂災害から人命を守るため、ハード、

ソフト両面からの対策を行っていますが、警戒

区域は土砂災害が発生するおそれがある土地の

区域を明らかにし、当該区域における警戒避難

体制の整備を図ることを目的としたソフト対策

です。ハード対策は、この警戒区域の中から事

業対象となり得る箇所、優先順位を考えながら

順次整備しています。

大野公営住宅室長 県営住宅の側溝の掃除の件

ですが、７月豪雨のとき、大分市でもかなり大

量の降雨があり、側溝が土砂等で埋まり、雨水

が敷地からあふれたという相談を受けた事例が

あり、現地を確認した結果、側溝に部分的に流

れを阻害する程度の土砂の堆積が認められ、確

かにその前後にコンクリート製の蓋がありまし

た。住民にこれを人力で撤去して掃除してくだ

さいと言うのはなかなか厳しいかなという感じ

だったので、その部分は公社を通じ、掃除の困

難な部分は堆積土砂を撤去する指示をしました。

ただ、基本的には草刈りにせよ、敷地内の掃

除にせよ、住民の方に自らやっていただくのが

基本なので、あくまでも、それがあまりにも負

担が大きいという場合の例外的な措置であった

と考えています。

堤委員外議員 例外的措置は分かるけど、県営

住宅の法面、ああいうのは県がやるでしょうが、

側溝は住民ができないですよ。自分でできれば

それはするんですわ、ちゃんと。

ただ、さっき言ったとおり、コンクリートの

蓋があって非常に厳しい。そういう相談があっ

た場合は例外的な措置じゃなく、きちっと対応

もするし、相談に乗っていくことを確認してお

きたい。例外的な措置だから基本は住民で自ら

というのじゃだめだと思います。そこら辺の例

外的な措置が今後も対応として可能かどうか確

認させてください。

それと、陽光台の関係は、確かに民有地なの

で厳しいというのは分かりますが、県としては

放置しているわけじゃないですが、やはり大分

市とも協議をきちっとし、また、企業にも常に

話をし、草が生えているのを確認すれば草刈り

して整地をちゃんとするとかは最低でも県と市

と協議をしてやっていく。おまけに年に１回か

２回は現地との話をしていく。それだと地域の

方は心配ないですね。そういうことはきちっと

していただきたい。それについて再度確認した

い。

中山砂防課長 今年度も大分市に出向き、道路

管理者として何か対策ができることはないか協

議してきており、引き続き住民の御意見に耳を

傾けながら、必要に応じて管理者、または市と

協議していきたいと思います。
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大野公営住宅室長 側溝のことですが、雨が降

ったとき、ある程度側溝が流れる状態になって

いれば、大抵の土砂は流れていくと考えていま

す。こういった場合、この部分は県がやるとい

うことを指定してというのはなかなか難しいの

で、状況を見ながら、ケース・バイ・ケースで

判断していきます。

森副委員長 ほかに委員外議員で、質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 それでは、本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して、委員の方からほかに何か質疑は

ありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 ほかにないようですので、これで

質疑を終了します。

それでは、これをもって土木建築部関係の審

査を終わります。執行部はお疲れさまでした。

これより内部協議に入りますので、委員の方

はお残りください。

〔土木建築部、委員外議員退室〕

森副委員長 これより、内部協議に入ります。

さきほどの土木建築部の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に、指摘事項や来年度予算へ反

映させるべき意見・要望事項等がありましたら

お願いします。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 特にないようですので、審査報告

書の取りまとめについては、本日の審査におけ

る質疑を踏まえ、委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

森副委員長 それでは、そのようにします。

以上で、土木建築部関係の審査報告書の検討

を終わります。

ここで、執行部が入室しますので、しばらく

お待ちください。

〔警察本部、委員外議員入室〕

森副委員長 これより、警察本部関係の審査を

行います。

執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔・明瞭にお願いします。

それでは、警察本部長及び関係課長の説明を

求めます。

竹迫警察本部長 それでは、令和元年度におけ

る主要な施策の成果について御説明します。

大分県長期総合計画「安心・活力・発展プラ

ン２０１５」のうち、警察本部が所管している

施策は、犯罪に強い地域社会の確立及び人に優

しい安全で安心な交通社会の実現の２施策です。

本日は、この２施策における事業のうち、主な

ものを三つ説明します。

お手元の冊子大分県長期総合計画の実施状況

についての７６ページをお開きください。まず、

一番下に記載の４特殊詐欺水際対策強化事業に

ついて御説明します。

この事業は、特殊詐欺の被害防止を図るため

に実施したものです。

令和元年度の決算額は、１，４２３万１千円

です。

主な事業内容欄を御覧ください。一つ目の特

殊詐欺被害防止コールセンターによる県民への

注意喚起については、特殊詐欺の被害に遭う可

能性の高い高齢者等に対し、コールセンターか

ら電話で注意喚起を実施したものです。

二つ目のコンビニでの電子マネー販売時の封

筒配布による注意喚起については、コンビニで

の電子マネー購入者に対して、詐欺の手口や注

意喚起文を記載した電子マネー販売用封筒を手

渡す等、架空請求詐欺への水際対策を実施した

ものです。

その右の活動指標欄を御覧ください。二つの

項目とも目標を達成しています。

これら活動の結果、成果指標欄に記載のとお

り、特殊詐欺被害件数の目標値１３０件以下に

対する実績値は１１８件であり、目標を達成し

ました。よって、成果指標の達成率による事業

の評価はＡとなっています。

８０ページをお開きください。次に、３番の
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交通事故総量抑止対策推進事業について御説明

します。

この事業は、交通事故総量を抑止するため実

施したものです。令和元年度の決算額は、２，

５５９万２千円です。

主な事業内容欄を御覧ください。一つ目の大

分県運転マナー・横断マナー向上のための広報

啓発活動については、道路横断中の交通事故死

者数が多いことから、横断歩道付近でのドライ

バーのマナーアップと歩行者の安全意識の向上

のため、県民との協働による街頭啓発活動等を

実施したものです。

二つ目の速度違反取締装置の整備については、

速度違反検挙のため、可搬式速度違反取締装置

等の整備を実施したものです。

三つ目の交通安全指導のための幼稚園等訪問

活動については、幼稚園児に交通安全意識を持

たせるため、幼稚園訪問活動を実施したもので

す。

その右の活動指標欄を御覧ください。三つの

項目全て目標を達成しています。

これら活動の結果、成果指標欄に記載のとお

り、交通事故死傷者数の目標値４，６３８人以

下に対する実績値は、３，８０６人であり、目

標を達成しました。よって、事業の評価はＡと

なっています。

８１ページを御覧ください。最後に、８番お

もてなしの交通環境整備事業について御説明し

ます。

この事業は、来県する観光客等へ安全かつ快

適な交通環境を提供するため、摩耗の進んだ横

断歩道の改修等を実施したものです。令和元年

度の決算額は、７，６３９万円です。

活動指標欄を御覧ください。横断歩道更新数

の目標値５７キロメートルに対する実績値は、

６０．３キロメートルで、目標を達成しました。

実績値を横断歩道の本数に換算すると、１，３

１０本となります。

また、英語併記の信号機地名板についても目

標を達成しています。

成果指標及び評価については、さきほど御説

明した交通事故総量抑止対策推進事業と同様で

す。

以上で、主要な施策の成果についての説明を

終わります。

松尾会計課長 令和元年度一般会計決算のうち、

収入未済額及び事業別の決算状況について御説

明します。

最初に、収入未済額について、お手元の令和

元年度決算附属調書により御説明します。

２４ページをお開きください。中ほどに記載

している諸収入のうち、延滞金の警察本部会計

課分、７万３，１００円及びその二つ下の過料

等５８６万９千円については、放置違反金に係

る収入未済額です。

２５ページを御覧ください。雑入のうち、下

から三つ目の警察本部会計課分、５２万１，３

１０円については、白バイに対する追突事故及

びパトカーに対する接触事故のそれぞれの当事

者が、修理代を分割して支払うことになってお

り、その未払分です。

次に、事業別の決算状況について、別冊の令

和元年度一般会計及び特別会計決算事業別説明

書により御説明します。

３４１ページの令和元年度歳出決算総括表を

お開きください。第９款警察費は、予算現額２

６３億９，８００万８，４８４円、支出済額２

６１億５，２８３万９７７円、不用額２億４，

５１７万７，５０７円です。

３４３ページをお開きください。主要な施策

の成果で御説明したものを除き、目別に決算額

と主な内訳を御説明します。

第９款警察費のうち、第１項警察管理費の第

１目公安委員会費の決算額は、８１３万４，６

１４円です。その内訳は、公安委員３人の報酬

が６７８万円、公安委員及び事務局職員の旅費

等、公安委員会の運営に要した経費が１３５万

４，６１４円です。

次に、第２目警察本部費の決算額は、２２１

億５，６０１万６，４２０円です。

その内訳は、警察官及び一般職員の計２，３

８７人分の給与費が２０６億７，６００万１，

８５１円、若手警察職員の人材育成・確保を推

進するため、各種研修の充実等に要した経費が
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９０９万３，６１７円、警察運営費が１４億７，

０９２万９５２円です。

３４４ページをお開きください。警察運営費

の主な内訳は、一番上に記載している職員に対

する児童手当の支給に要した経費が２億６，４

０８万５千円、三つ下の警察官等に貸与する被

服の調製に要した経費が１億１，２２６万９，

７４５円、その下、赴任旅費、健康管理経費、

暖房用燃料、光熱水費等の警察運営諸費が１０

億８，５１７万４２７円です。

次に、第３目装備費の決算額は３億９，３６

９万９，３０８円です。

主な内訳は、ヘリコプターの特別点検整備等

に要した経費が１億３，７９３万６，２４４円、

二つ下の警察車両、ヘリコプター及び船艇の燃

料購入費が１億８，２１１万５，０１１円です。

３４５ページを御覧ください。第４目警察施

設費の決算額は１６億８，８４６万１，０８０

円です。

主な内訳は、国東警察署の用地取得等に要し

た経費が１億７，９６９万２，５１７円、三つ

下の交通管制機能の充実、信号機の新設・更新

等交通安全施設の整備に要した経費が８億５，

１５４万３１１円、二つ下の信号機等の電気料、

回線専用料、保守管理委託料等、交通安全施設

の維持管理等に要した経費が３億６，１６７万

３，２６７円です。

３４６ページをお開きください。第５目運転

免許費の決算額は６億７，０２８万４，９１７

円です。

主な内訳は、認知症等早期発見支援事業費と

して、保健師等非常勤職員の配置に要した経費

が８４３万８，５１７円、自動車運転免許事務

費６億６，１８４万６，３４６円のうち、運転

免許証更新時の講習に要した経費が７，１１４

万３千円、三つ下の運転免許試験の実施、施設

の維持管理等、運転免許業務に要した諸経費が

５億６，２６０万７，９５８円です。

次に、第６目恩給及退職年金費の決算額は、

２，５５０万６，４００円で、昭和３７年１１

月以前に退職した警察職員及びその遺族に支給

した警察恩給費です。なお、１０月の支給対象

者は２８人です。

３４７ページを御覧ください。第２項警察活

動費の第１目警察活動費の決算額は１２億１，

０７２万８，２３８円です。

主な内訳は、上から四つ目の交番相談員及び

警察安全相談員の配置に要した経費が６，３６

９万８，３０１円、その下、鑑定器材等の整備

等に要した経費が８，５５４万５３６円、その

下、一般警察活動費２億６，１８５万５，２５

８円のうち、二つ下の警察電話等回線専用料及

び加入電話使用料等が１億５，３０４万８６０

円です。

次に、刑事警察費２億５，１６２万３，８８

５円です。

３４８ページをお開きください。刑事警察費

のうち、主な内訳は、上から三つ目の捜査用資

器材の整備、捜査資料の作成等、刑事・生活安

全警察活動に要した諸経費が１億３，０６７万

３，０８６円です。

このほか主な事業として、１１０番通信指令

システム等の更新整備に要した経費が６，４０

０万７３６円、その下、警察無線機の更新整備

に要した経費が１億１，３７７万９，６００円

です。

最後に、交通指導取締費２億５，７６７万５，

５７０円のうち、主な内訳は、上から三つ目の

放置違法駐車車両の確認事務等の民間委託等に

要した経費が４，３００万２，３２５円、三つ

下の取締用資器材の整備等、交通警察活動等に

要した諸経費が１億６，４９０万５，６７５円

です。

以上で、説明を終わります。御審議のほどよ

ろしくお願いします。

森副委員長 以上で、説明は終わりました。こ

れより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し、私から指名を受けた後、自席で起立の上、

マイクを使用し、簡潔・明瞭に御答弁願います。

事前通告が３名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。

猿渡委員 決算事業別説明書３４７ページ、地

域防犯力強化育成事業費と少年非行防止活動推
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進事業費についてです。

発達障がい等が疑われる生徒や、大人も含め

てですけれども、そういう方への非行や防犯、

トラブルに巻き込まれた際などの対応について

です。

一つ目に、警察官や交番相談員が発達障がい

について必要な知識を得ることが必要だと思い

ます。それとともに、障がいに応じた具体的な

対応方法を身に付けることができるよう研修等

を行うことが必要ではないかと考えます。

二つ目、教育委員会と警察本部と鑑別所の連

携を一層強化していく、そのために３者による

協定を結ぶことが必要ではないかと考えますが

どうでしょうか。

三つ目、医療、福祉、教育、警察、司法など

の関係者による情報共有や、対策の検討を行う

場を設けることが必要ではないかと考えますが

その点について御答弁ください。

筒井生活安全部長 県警察では、平成２８年４

月１日に施行された障害を理由とする差別の解

消の推進に関する法律、これに基づいて人権に

配慮した警察活動を推進するための研修を行っ

ています。御指摘の発達障がいのある人への対

応については、各所属の窓口担当者などを対象

に平成３０年５月に実施した、大分県こころと

からだの相談支援センターの医師による講演を

はじめ、研修や各所属における還元教養などを

行っています。

県警としては、引き続き、人権に配意した警

察活動を推進するため、各種研修等を実施して

いきます。

２点目の教育委員会と警察本部、鑑別所の３

者協議の関係ですが、県警察においては、青少

年の健全育成に関して、教育委員会や少年鑑別

所などと連携しながら対応を進めています。現

在、教育委員会とは児童生徒の健全育成のため

の学校と警察の連絡制度に関する協定を結んで

連携を図っています。

少年鑑別所等を含めた３者による協定は結ん

でいませんが、対応に関しては、事案の内容や

状況などにより、各関係機関と個別に対応して

いて、今後も関係機関との連携に努めます。

それから、最後の医療とか福祉、司法など関

係者との情報共有、対策の検討を行う場を設け

る必要があるのではということですが、県警察

では、大分県青少年対策本部をはじめとした各

種会議を関係機関と情報共有などを行うととも

に、個別案件の内容に応じて医療、福祉などの

関係機関と連携した対応を行っています。

今後も、広く関係機関と連携した対応に努め

ます。

猿渡委員 ありがとうございます。研修等して

いるということですが、発達障がいはとても難

しくて、私は子どもに関する仕事をしていまし

たが、日々接している子どもでも、私たちは専

門家じゃないし、勉強していても、なかなか分

かりづらい面があります。そういう難しい面が

あるので、私は今後、専門家の力を借りること

が必要ではないかと思います。非常勤になるか

と思いますが、例えば支援学校の先生のＯＢと

かに来ていただいて、当事者と直接接していた

だく中で、そういうことが警察の職員にとって

も具体的な研修にもなると思います。だから、

そういう専門家の力を借りることが必要ではな

いかと思います。

連携を強めたり、専門家の力を借りることが、

ＤＶだとか児童虐待だとかの対応についても必

要になってくるんではないかなと思います。そ

の点、ぜひ今後に向けて協議いただけたらと思

いますが、どうでしょうか。

筒井生活安全部長 委員の御指摘のとおりで、

発達障がいがある人は、対人関係とかコミュニ

ケーションに問題を抱えていたり、落ち着きが

なかったりと人によって症状は様々で、一見し

て障がいがあるか分からなかったり、個人差も

大きいことから、症状に合わせた支援が必要で

あることは十分認識しています。

現時点では、研修等により対応していますが、

今後、必要性に応じて検討していきたいと考え

ています。

清田委員 主要な施策の成果８１ページ、おも

てなしの交通環境整備事業です。

予算、決算ともに３か年で減額となっていま

すが、各地域、横断歩道の更新要望というのが
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多いんじゃなかろうかと。その想像の下ですが、

横断歩道の更新に対する要望に対して、実際こ

の予算額でどのように対応できているのか、そ

の辺の状況をお聞かせください。

木村交通部長 おもてなしの交通環境整備事業

は、令和元年に開催されたラグビーワールドカ

ップなどのイベントの開催に伴い、国内外から

来県される全ての方々に、安全で快適な交通環

境を提供するために、平成３０年度からの３か

年事業として行っているものです。

初年度より予算額及び決算額ともに減少して

いるのは、イベント開催に合わせて、１年目に

会場周辺や主要宿泊施設へのアクセス道路にお

ける横断歩道の更新に加えて、英語併記した信

号機地名板や一時停止標識などの整備を集中的

に行い、２年目は１年目に引き続き、残りの必

要箇所の整備を行ったためです。

なお、３年目となる今年度は、減額となって

いるものの、横断歩道と一時停止標識に集中し

て県下全域に広げて整備を行っています。

横断歩道の更新要望等については、直ちに警

察職員による現地調査及び確認を行い、状況に

応じて優先的に整備するなど、適正な整備、更

新に努めていて、今後も計画的に行います。

清田委員 実は今朝ほども佐伯市議会議員の方

から連絡をいただいて、「かねてから要望して

いたところの更新が終わりました。大変ありが

とうございました」ということで、多少時間は

かかったんですが、答弁いただいたように、要

望したところは着実に、警察職員がすぐに現地

を見に行って、対応しています。

ただ、それでもまだ、要望はないにしろ、ふ

だんのパトロールとか、私が市内の道路を通る

ときに、ここも摩耗しているなという箇所がま

だまだ目立ちます。

その中でも、おもてなしの交通環境整備事業

は最終年度です。来年以降、横断歩道で更新が

必要な箇所があると思うんですが、その対応が

どうなるのか心配なので、御答弁いただければ

と思います。

木村交通部長 横断歩道の更新については、今、

委員からお話があったように、要望を受けて調

査をして契約までの手続にちょっと時間がかか

ります。

それと、今後ですが、３年間でおもてなしの

交通環境整備事業は終わりますが、通常予算の

中で、標識や標示に充てる予算があり、そうい

ったものの中でやっていきたいと。県下に１万

３，５００本ぐらい横断歩道があるんですが、

この３年間で集中的に行い、そのうちの４０％

以上が既に整備ができています。残りの分も実

態をしっかり把握しながら、署員にもパトロー

ル等を通じて把握したものは上申させて、優先

度をつけて整備していきたいと考えています。

清田委員 ありがとうございます。

最後、一つ要望です。さきほど土木にも言い

ましたが、センターラインとかは土木の所管に

なります。ただ、横断歩道が摩耗しているから

地域の方と警察に行くと、土木が管轄する安全

設備も要望しなければいけない状況が多々あり

ます。できたら情報共有というか、横断歩道を

土木に持っていってもきちんと伝わって会話が

できる。また逆に、警察にセンターラインとか

土木所管の安全設備をお願いしてもきっちり土

木に伝わる。窓口の一本化とまでは言いません

が、地域の警察署と土木事務所の連携強化を部

を横断して図っていただければと思います。そ

の辺は要望として終わります。

平岩委員 今、警察の働き方改革を一生懸命や

っているということを４月からずっとお聞きし

ているんですが、警察職員の方々の超勤の実態

が分かれば教えてください。

それから、病気休職者の方がどのくらいいて、

そのうちのメンタルの方がどのくらいなのかも

教えてください。

森實警務部長 まず、１点目の職員の超過勤務

の実態についてお答えします。

令和元年度の職員１人当たりの超過勤務時間

数について、月平均で２３．８時間となってい

ます。これは平成３０年度の数字と比べるとマ

イナス４．６時間です。

この超過勤務の縮減については、取り組んで

きた業務の合理化、効率化、それから職員の意

識改革など、こういった働き方改革を推進して



- 40 -

きましたが、その効果が一定程度出てきたのか

なと考えています。今後も、さらなる働き方改

革の定着を図っていきます。

それから、２点目の御質問である病気休職者

数とメンタル不調者数についてですが、令和元

年度における病気休職者数は１０名です。この

うち、メンタルヘルス不調による休職者数は７

名です。

平岩委員 ありがとうございました。ずっと守

永議員が各部に聞いていたのを覚えていたので、

やはり他の部に比べると超勤の実態は厳しいん

だなと思いました。ただ、警察は、交通事故が

あったり、事件があったりすると時間に関係な

く働かなければならない組織なので、そんな中

で意識改革も含めた働き方改革を進めていると

いうのは、ありがたいことだなと思っています。

これからは要望ですが、私たちはいろんな組

織に所属をしていて、その組織をつくっている

のは人であって、そこの人間関係がうまくいく

と、いろんなことがスムーズにいくし、働きや

すい職場環境もつくられるんだろうと思ってい

ます。警察という組織は、外で見ている私たち

には分からないものがあるかもしれませんが、

やはり規範をきちんと守りながら、上下関係も

しっかり保ちながらやっている組織だと思うん

です。そういう部分を大切にしながらも、人間

関係がうまくいくように配慮していただきたい

し、今、若手の方たちがたくさん配属をされて

いてその方たちの指導も大変だと思います。

数日前、警察学校の卒業式があって、お二人

の方がインタビューを受けていましたが、「学

校で学んだことをしっかりといかしながら、県

民の役に立ちたい」と希望にあふれた話をして

いました。

この人たちが組織の中で自分らしさを失わず

に、でも組織の一員としてきちんとやっていけ

るように、人間関係が調整できるように上に立

つ方の指導が必要だと思うので、口幅ったいこ

とを言いましたが、ぜひ力を入れて頑張ってい

ただきたいと思います。お願いします。

森副委員長 ほかに、事前通告されていない委

員で質疑はありませんか。

三浦委員 事前通告をしていなくて、すみませ

ん。

昨年、大阪で交番が襲撃されて、警察官が襲

われる痛ましい事件がありました。

防刃ベストの改良が必要ではないかと思って

います。今年度の状況、若しくは来年度以降の

見通しを教えていただきたいのが１点です。

あわせて、予算で警察施設の改修費で、警察

署、交番、駐在所と入っていますが、そういっ

た点を踏まえて当然改修されていると思うんで

すが、実例等あったら教えてください。

園田施設装備課長 防刃ベストについては、県

下で耐刃防護衣が６８８枚、それから耐刃手袋

が２８４枚配分されています。

防刃、防護の刃物に対する強度については十

分備えているものと考えています。

それから、２点目の交番の改修関係について

です。交番の襲撃等があって、交番、駐在所の

事務室と、入口から事務室に行くところに仕切

り板を設けて、不審者が中に入り込まない対応

を取っています。交番については前年度で工事

が終了して、現在、残りの駐在所を工事をして

おり、今年度中に終わる予定です。

三浦委員 ありがとうございました。

防刃ベストの関係になるんですが、６８８枚

ということですが、その数で実際のところ足り

ているのか、十分なのかを再度お聞かせくださ

い。

園田施設装備課長 防刃ベストについては、特

に街頭で活動する職員が主です。今のところ不

足しているということはないので、この数で十

分だと考えています。

三浦委員 ありがとうございます。

まずは、警察官の皆さんが安心・安全でなけ

れば、県民は守れないと思うので、引き続き、

よろしくお願いします。

玉田委員 通告していませんが、さきほどの認

知症等早期発見支援事業についてお伺いします。

主要な施策の成果の８０ページの４番ですが、

評価を見ると、Ｂとなっています。認知症の方

が自主返納するとか、高齢者が免許証を自主返

納するという現場の話を伺っています。そうい
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う話を聞くと、当事者も大変だし、自主返納の

相談を受けた側とか、運転免許課の皆さんも非

常に大変だなと。一人一人の決断によるところ

が大きいので、そういう意味で９０％で評価Ｂ

というのは、やはり数字の評価だから、しよう

がないのかなと思って見ていました。この中で、

６７５人という数字が出ていますが、これは成

果指標でいくと、受診勧奨、自主返納、支援セ

ンター等引継ぎ件数、それぞれ３通りの数字を

合計した数字なんでしょうか。それが１点。

そして、令和元年度中の自主返納の人数を今

の段階で分かれば教えてください。

あわせて、もう１点は、一般会計及び特別会

計決算事業別説明書の３４５ページ、諸費です。

米軍実弾射撃訓練に要した経費、予備費で１５

万６千円が計上されていますが、この支出の内

容について教えてください。

左藤運転免許課長 ３パターンの合計数です。

それと、令和元年度の免許証の自主返納状況

ですが、返納件数としては５，８３６人が自主

返納しています。そのうち、７０歳以上が５，

４１０人で大部分を占めています。

松尾会計課長 装備費の予備費の関係について

ですが、これは米軍実弾射撃訓練警備に要した

燃料費です。

玉田委員 免許証返納についてですが、非常勤

の保健師を３人雇用しており、これだけの相談

件数があるので、３人で十分なのかなと思いま

す。というのは、例えば、相談があって、電話

をかけると本人が出たり、本人の家族が出たり

して、そしてまた意思が統一されていないため

に非常に困難を極めるとか、あるいは電話で連

絡しても、高齢で耳が不自由なためなかなか意

思が通じないとか、一件一件が本当に大変な状

況が積み重なっているという話も聞きます。そ

の辺、来年度に向けてサポート体制とか、運転

免許課でできるだけスムーズにいく形をお願い

したい。

あわせて、支援センター等、いろんな形での

福祉の関係等々あるので、そちらとの連携もう

まく強めるような方向で進めてもらえばと思い

ます。これは要望なので、よろしくお願いしま

す。

尾島委員 事業別説明書では３４８ページ、施

策の成果では８０ページに、交通事故総量抑止

対策推進事業があります。

まず、確認ですが、主な事業内容で速度違反

取締装置の整備で５００万円ほど計上されてい

ますが、可搬式速度違反取締装置は、移動式の

オービスのことなんでしょうか。そして、元年

度は何台整備して累計何台になったのか教えて

ください。

木村交通部長 お尋ねの交通事故総量抑止対策

推進事業の速度違反取締装置等の整備の部分で

すが、今、話があった可搬式の取締装置のリー

ス料と、パトカーに付いている取締りの機械、

あと可搬ではなくて、持って行って設置して通

常の速度取締りに使う機械とか、白バイに付い

ている追尾測定の機械とか、いろいろあります

が、そういうものを含めた全部の整備費になり

ます。

そして、今の保有台数は、通常、警察官が現

場に行って使う掲示式のレーダースピードメー

ターが１９台、車載式のレーダースピードメー

ターが２０台、それと可搬式は１台、そして固

定のオービスが国道１０号と高速道路の東九州

道宮河内のところにあります。それと、デジタ

ル式のスピードメーター、白バイとパトカーで

追尾測定する機械が合計で５２台ほどです。

尾島委員 そこで質問なんですが、活動の指標

で、可搬式速度違反取締り実施回数が一昨年度

は目標が２４回に対して２１回、昨年度が目標

値２４回に対して７７回と３倍に増えています。

さきほど質問したのは、可搬式オービスが何台

か整備されて、機械が増えたので回数が増えた

のかなと思ったんですが、そうじゃないみたい

です。これが増えた理由──例えば、今年度の

目標も２４回になっているから、この取締りそ

のものは、検挙することだけが目的ではなく、

やはり交通事故を減らして、県民のマナーアッ

プを図ろうという目的があると思うんです。

この増えた理由と、それから１回当たり何分

ぐらい設置されるのか。無人でいいということ

なんですが、もし機械にいたずらされたら困る
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ので、監視用の人を配置することもあるだろう

し、１回当たりの取締り実績件数が分かればお

願いします。

それから、全体的な予算がこの中で２，５０

０万円組まれているが、主な事業内容を３つ合

わせても１，７００万円程度ですから、８００

万円ぐらいがほかのことに使われています。こ

の８００万円はどういった事業に使われたのか

お願いします。

木村交通部長 可搬式オービスの実績等につい

てお答えします。

まず、この機械は平成２９年６月に導入した

新しい機械で、全国でも愛知、富山に次いで３

番目です。しかも１台しかないので、署員に対

する設置の指導だとか、最初の頃は設定がうま

くいかなかったり、業者を呼んだりとか、そう

いう手間がかかり、平成３０年は２４回という

低い目標に対して実績が２１回でした。去年は

７７回に増えているんですが、実は交通機動隊

の白バイ隊員が大体日中の勤務なんですが、当

直してこの機械で夜もやろうということで、時

間的には２時間とか、長いときは３時間という

ときもあります。本当は機械を置いて、また回

収に行けばいいんですが、盗られたり、いたず

らされるといけないので、最低でも２人ぐらい

は付いてやっています。

そして、今年は各署から要望があり、９月末

現在で既に８４回実施しています。小学校の近

くに通学の時間帯にやったりとか、また、幹線

道路で止める場所がなくて、その場で取締りが

できないところもあるので、そういったところ

に持って行って設置したりとか、いろいろ工夫

をしています。署からもこれは非常にいいなと

いうことで要請がたくさん来るようになり、今

年はさらに実績が上がると考えています。

それと、検挙の関係は、ただいま言ったよう

に、通学路では検挙は少ないんですが、夜間の

著しい速度違反について検挙していて……

（「検挙が分からなければ結構です」と言う者

あり）件数は詳細にまた出します。

松尾会計課長 残り８００万円の予算について

は、交通安全教育の外部委託に要した経費です。

尾島委員 取締り機ですが、いわゆる固定式で

何人かが取り締まる旧式の取締り機は、例えば、

対向車がクラクションを鳴らして教えたり、ラ

イトをつけて教えたりして、しばらくすると多

分取締り数が減ると思うんです。ただ、この場

合は本当に無人で、例えば、当初説明であった

ように、通学路のような機械を設置しにくい狭

いところでも取り締まれるわけですから、そう

いった意味では検挙率が上がっているかなと。

検挙という言葉がいいか悪いか分かりませんが、

取締り率が上がっているんではないかという印

象を持ったんですが、その辺、全体としていか

がでしょう。

木村交通部長 この可搬式の自動取締り装置の

今年の実績ですと、１９９回ほど実施していて、

現場で止めて検挙できた分よりも、後日呼び出

しというのが多くて、今年は現場で検挙したの

は２５回です。後日取締りで検挙したのが１７

４件です。

取締りの違反の検挙件数自体は、全体として

一番多かったときは、速度に限らずですが、９

万件、１０万件ぐらいあったときもあります。

今はその半分強ぐらい、年間に５万から６万件

の間ぐらい検挙しています。その減った部分に

ついては、パトカーで駐留看守したりとか、お

年寄りに反射材を配ったりとか、そういった見

える、見せる、また指導する活動にも力を入れ

てやっています。

森副委員長 そのほか、委員で何かありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 委員外議員で質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 それでは本日の質疑を踏まえ、全

体を通して委員の方からほかに何か質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 別にないので、これで質疑を終了

します。

それでは、これをもって警察本部関係の審査

を終わります。執行部の皆さんはお疲れさまで

した。
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これより内部協議に入るので、委員の方はお

残りください。

〔委員外議員、警察本部退室〕

森副委員長 これより、決算審査報告について

内部協議に入ります。

さきほどの警察本部の審査における質疑等を

踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと思

いますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映さ

せるべき意見・要望事項等がありましたら、お

願いします。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 特にないので、審査報告書案の取

りまとめについては、本日の審査における質疑

を踏まえ、委員長に御一任いただきたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

森副委員長 それでは、そのようにします。

以上で、警察本部関係の審査報告書の検討を

終わります。

以上で本日の審査は終わりましたが、この際

ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

森副委員長 それでは、次回の委員会は９日金

曜日の午前１０時から開きます。

以上をもって本日の委員会を終わります。

お疲れさまでした。


